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伊達市総合計画

北海道伊達市



わたしたちは、

先人の築いた遺産と伝統を受け継ぎ、

悠久の大地と豊かな自然の中で、

たゆみなく歩みつづける伊達市民です。

ここに、市民であることに誇りと責任を持ち、

互いの幸せと限りない発展を願い、

市民憲章を定めます。

１ 自然を大切にし、よりよい環境のまちにします。

１ 歴史と文化に学び、誇りの持てるまちにします。

１ きまりを守り、たがいに助け合うまちにします。

１ 若い力を育て、夢と希望のあふれるまちにします。

１ 人々の交流を深め、未来にはばたくまちにします。

ヤマモミジエゾヤマザクラ

ミヤマエンレイソウツツジ

伊達市民憲章 平成１８年３月１日

市の木

市の花



本市は、平成18年３月に大滝村との合併により新伊達市として新たなス

タートを切りました。

昨今の私たちを取り巻く環境は、少子高齢化の問題や人口減少への対応、

経済のグローバル化、地球規模の環境問題など目まぐるしく変化しており、

今後の予測がますます困難な時代を迎えています。

このような時代にあって、合併後最初の総合計画として策定しました第

六次伊達市総合計画は、厳しい現状を認識しながら夢を持って臨むことが

大事なことと考え、貴重な財産である恵まれた自然環境と先人が苦難のな

か夢を持って開拓した精神、市民が互いに支えあう心を大切にしたいとの

思いから、将来像を「自然を育み 未来に向かって挑戦する 人にやさしい

まち」と定めました。

また、本計画では、自治体経営の視点に立ち「選択と集中」によって、

戦略的なまちづくりを推進するため「食」、「教育」、「生きがい」、「環境」

の４つのキーワードからなる重点政策を掲げ、これら政策を集中的、横断

的に取り組むことで、限られた地域資源、人的資源や財源を有効に活用し、

活力ある地域社会の実現をめざしています。

今後は本計画を指針として、まちづくりを進めてまいりますが、その主

役は市民の皆様であり、皆様の参画なくして元気なまちづくりの実現はあ

りません。今後とも一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

最後に、本計画の策定にあたり慎重なご検討をいただきました総合計画

審議会委員の皆様をはじめ、説明会やパブリックコメント、アンケート調

査などを通じて貴重なご意見、ご提言をお寄せいただいた市民の皆様に、

心から感謝を申し上げます。

平成２１年３月

伊達市長　菊谷　秀吉

ごあいさつ
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第六次伊達市総合計画策定の背景Ⅰ
序

2

Ⅰ：序………総合計画の策定にあたって

１．合併に伴う総合計画の再編

伊達市は、少子高齢社会の到来、ひっ迫する地方財政といった今日の地方自治体の困
難な課題に立ち向かい、地方分権による自主自立のまちづくりの基礎固めを行うため、
平成18年３月、大滝村との合併を実現しました。
当時、伊達市は第五次、大滝村は第４次の総合計画を策定しており、いずれも平成23

年度までの計画期間を有しておりましたが、新生自治体が誕生したことから、新しい伊
達市のまちづくりを明らかにする最上位計画として、第六次伊達市総合計画を策定する
こととしました。

２．人口の減少傾向

我が国では、全国的に少子化と高齢化が顕著となり、平成17年には死亡数が出生数を
上回る人口減少社会に転じました。道内の多くの市町村においても、少子高齢を伴う人
口減少はすでに進行しており、今後さまざまな分野の問題が懸念されます。特に、少子
高齢社会は生産年齢人口の減少を伴い、地域社会を持続的に支える産業生産力の低下を
招くことから、地域社会の維持が一層困難になることが予想されます。
伊達市の場合、国勢調査のデータをもとに行ったコーホート法※に基づく将来人口の

推計によると、老年人口（65歳以上）は増加が予想されるものの、年少人口（０～14歳）
と生産年齢人口（15～64歳）は今後も減少が続き、全体としては人口が減少するものと
予想されます。計画期間10年間を過ぎますとこの傾向はさらに顕著なものになると推測
されることから、人口の減少をいかに緩和するかという課題に取り組む必要があります。

伊達市の人口推移と推計�
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注：現在の状況がそのまま続いた場合を想定した将来人口の推計です。将来の目標値ではありません。

Ⅰ-1

●コーホート法

年齢別人口の加齢に伴って
生ずる年々の変化をその要因
（死亡、出生、および人口移
動）ごとに計算して将来人口
を予測する計算方法です。

用 語 解 説
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序

３．財政の現状

伊達市の普通会計※の歳出決算額は、国の地方交付税の削減等に伴う総額抑制によっ
て、平成10年度以降減少傾向で推移しており、平成19年度の歳出規模は平成10年度と比
較して14.4％の減少となっています。

また、地方公共団体の財政構造の弾力性を示す「経常収支比率※」は、平成19年度で
97.7％となっており、財政の硬直化が進んでいます。
我が国の経済は、引き続き低成長が予測され、伊達市の財政運営の要となる市税等歳

入の大幅な伸びは期待できません。一方、歳出では、高齢化の進展に伴う扶助費※や社
会資本整備のため発行した市債償還による公債費※が増加しつつあります。今後は、一
層の行財政改革の推進と限られた財源の重点的かつ効率的な配分により、効果的な政策
展開を図ることが重要になっています。

４．まちづくりの新たな戦略に向けて

前述したような人口減少傾向は、経済活動の地域間格差を一層拡大しかねず、また税
収や地方交付税が落ち込むなど財政面でも大きな影響が心配されます。また一方では、
地方分権の進展により地方自治体の体力強化も求められています。
このようなことから、今後の地方自治体は従来の地方行政の運営ということから一歩

進み出た地方行政の経営という視点に立って、政策領域を戦略的に絞り込み、財政や人
材など限られた地域資源をいかに効果的に活用していくかということが不可欠になって
きます。
第六次伊達市総合計画ではこのことを念頭に置き、基本計画に重点政策を盛り込むこ

とにしました。

普通会計歳入・歳出決算額の推移�
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●普通会計

地方公共団体の会計のうち
公営事業会計を除く会計。
伊達市の場合は、一般会計
に公共用地先行取得特別会
計及び霊園特別会計を合算
したものです。
●経常収支比率

人件費、扶助費、公債費等の
義務的支出である経常経費
に、地方税、地方交付税等の
経常一般財源収入がどの程
度充当されているかを示す指
標。市ではおおむね80％以
下が望ましいと言われていま
す。
●扶助費

社会保障制度の一環として、
関係法令に基づき、児童、老
人、生活困窮者等を援助す
る経費です。また、市が単独
で行う各種援助の支出も含
まれます。
●公債費

地方公共団体が借り入れた
地方債の元利償還金及び一
時借入金利子の合算額で
す。

用 語 解 説
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１．計画の構成

総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層で構成します。

１．基本構想

今後のまちづくりに関する、最も基本的な事項を定めます。
めざすべき姿を定める「将来像」、将来像の実現に向けた手立ての体系を示す「政策

の大綱」によって構成します。

２．基本計画

基本構想が示す将来像の実現に向けた政策の大綱を実施するための、さまざまな施策
や事業を体系化したものです。
基本構想を実現するための手立てを、「重点政策」「分野別政策」「地区別まちづくり

の目標と課題」と「計画の進行管理と行政評価」によって示します。

３．実施計画

基本計画を実現するための個別事業を明らかにする計画で、別に定めます。

２．計画の期間

１．基本構想

平成21年度から平成30年度までの10年間とします。

２．基本計画

同じく10年間とします。

３．実施計画

３年単位で毎年ローリングします。

第六次�
伊達市�
総合計画�

基本構想�
将来像�
政策の大網�

施策の体系�
重点政策�
分野別政策�
地区別まちづくりの目標と課題�
計画の進行管理と行政評価�

基本計画�

実施計画�

第六次伊達市総合計画の概要Ⅰ-2
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Ⅱ
基
本
構
想

まちづくりの目標は、まちに活力があふれ、住む人誰もが幸せな人生を過ごせる地域
社会を実現することです。そのために、この地に生活する私たちは、これからの10年後
を見据えてどのようなまちづくりをすべきでしょうか。
地域経済と地方財政が低迷を続け規模の縮小傾向を示す中で日常生活もめまぐるしく

変化し、時代の先行き不透明感が増している今日の社会情勢を見極め将来を見通すこと
は、一層困難な状況を迎えています。
そこで、第六次伊達市総合計画の将来像を定めるために、私たちのまち伊達市の誕生

に振り返って考えてみることにしました。まちづくりのれい明期を支えた原動力、即ち
このまちの地勢と先人が培ったまちづくりの知恵には、伊達市の進むべき道しるべのヒ
ントがあります。
噴火湾に面した伊達地域は、「北の湘南」と称される温暖な気候と肥

ひ

沃
よ く

な大地を形成
し、また豊かな森林に包まれた大滝地区は、みどりと温泉に恵まれて「癒

いや

しの里」と称
されています。
明治３年にこの地に移住した先人は、苦難に満ちた開拓に夢を持って立ち向かい、子

弟の教育に情熱を注ぎ、常に未来に向かって果敢な挑戦を繰り返してきました。
このことを改めて見つめ直し、伊達市の将来像を次のように定めます。

将来像

自然を育み　未来に向かって挑戦する 人にやさしいまち

将来像に託す決意

１．「自然を育み」

伊達の恵まれた自然環境はかけがえのない貴重な財産であり、伊達市発展の礎
いしずえ

です。
この恵まれた自然環境を守り育みながら戦略的に活かしたまちづくりをめざします。

２．「未来に向かって挑戦する」

伊達開拓の先人たちは、酷
こっ

寒
か ん

原
げ ん

始
し

の風土とたたかいながら、今日の発展の基礎を築き
ました。この進取開拓と一致協力の精神を受け継いで、市民の英知とエネルギーを結集
し、市民主体のまちづくりを進めます。

３．「人にやさしいまち」

まちの将来を築くのは市民一人ひとりであり、互いの支えあいがまちづくりの原点で
す。やさしい心がかよいあう愛のあるまちをめざします。

Ⅱ：基本構想………めざすべき将来の姿

将来像Ⅱ-1
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政策の大綱Ⅱ-2

１．重点政策と分野別政策

将来像の実現に向けて、政策の大綱を「重点政策」と「分野別政策」によって示します。

１．重点政策

「重点政策」は、将来像の実現に向けて、限られた財政資源や人的資源を効率的・効
果的に活用して重点的・優先的に推進する戦略的・横断的政策として掲げるものです。

２．分野別政策

「分野別政策」は、全ての行政課題を分野別に分類して、まちづくりに取り組むため
の政策全般を体系化したものです。

重点政策と分野別政策は全く異なる内容のものではなく、重点政策は重点的・優先的
に推進すべき分野別政策を横断的に組み込んだものです。

２． 重点政策の4つのキーワード

重点政策は分野別政策の中から重点的・優先的に推進するものを絞り込んだものであ
り、市民アンケート調査に基づく市民意識の分析結果をもとに伊達市としての政策判断
を加えたものを、絞り込みの根拠としています。
アンケート調査の分析結果によりますと、市民が最も重視している政策領域は「健

康・医療」「農林水産業」などです。「健康・医療」の領域については「健康維持の仕組
み」などに強い関心が示され、また「農林水産業」の領域については、「地場農産物の
安心・安全」｢地場の水産物を身近で買えるか｣などが特に重要視されています。
これら「健康・医療」と「農林水産業」の領域に加え、地域資源を活かしながら子ど

もの可能性を伸ばす「教育」の充実と、伊達市発展を支える最も重要な基盤である「環
境」の保全を重点政策における４つの課題領域とし、それぞれについて次のキーワード
を掲げることとします。

「食」……………食のブランド化を進め、総合的な産業・文化を創造する

「教育」…………地域特性を活かした教育を進める

「生きがい」……健康で社会に参加する喜びと生きがいを支える

「環境」…………環境保全の活動により新たな雇用を創出する

1

2

3

4
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３．分野別政策

分野別政策においても、重点政策における４つのキーワードに準じ、より体系的・網
羅的に次の５つの領域を掲げます。

１．「産業」

伊達市の基幹産業である第一次産業の一層の振興を図り、第二次、第三次産業などと
の産業連携を進めます。
特に「食」をテーマとする政策を推し進めることにより、産業全体の活性化を図ります。

２．「福祉・市民生活」

健康で安心できる暮らしを送るため、保健、福祉など、地域福祉と地域医療の充実に
努めます。
また、防犯や交通安全、消防・救急体制の充実を図り、安全で安心して暮らすことの

できる環境づくりに努めます。

３．「教育・生涯学習」

家庭と学校そして地域が連携して、伊達市の特色ある教育資源を活用した取組を進め
ることにより、人間性豊かな人材を育成するよう努めます。
また、市民が生涯を通じて充実した生活を送ることができるよう、歴史や文化など伊

達らしい特色を活かしたまちづくりを進めます。

４．「都市基盤・生活環境」

伊達市の自然資源などを有効に活用するため、総合的、計画的に土地利用を進めます。
また、伊達市の都市基盤と生活環境の整備水準を一層向上するとともに、農業や定住環
境を支えてきた温暖な気候条件をもたらす自然環境や地球環境を保全し、都市の魅力を
高めます。

５．「自治」

市民参加条例の理念を活かし、市民と行政がそれぞれの役割と機能を分担しながら、
地域のさまざまな課題に取り組むことができる協働のまちづくりを進めます。
また、積極的かつわかりやすい情報提供に努め、行政事務の透明性・信頼性を高めます。
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●重点政策に関する基本事業は広範囲にわたり
ますが、主なものを掲載しました。
●基本事業の項目名の末尾に付されたコード番
号は、「分野別政策」に示した基本事業の分類番
号です。
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重点政策

………「食」

16

農林漁業が経済基盤である伊達市においては、その
資源の多くが「食」に関連します。多様な産業間連携
に基づく「食」産業の複合化や「食」の安全・安心の
確保など、食文化、食育※等との連携を進めることに
より第一次産業の新たな活性化戦略を構築し、雇用の
拡大を図ります。
このため、「食を通じたまちおこし（ウェルシーフ

ード構想）」を推進し、「食」という課題を生産者など
事業者だけの問題として捉えるのではなく、「食」の
安全・安心や「食文化」などの観点から市民もさまざ
まな関わり方ができる総合的な施策領域として位置づ
けます。そのことによって、食品加工や飲食業のみな
らず、地域全体で「食」を通じた関係者が連携して、
まちそのものを元気にし、雇用機会・起業機会の拡大
をめざします。

政策領域　　　　　　　　　　　　　　　

「食」については、次の政策領域を中心に重点政策
の実現を図ります。

「食」による地域ブランド化を進め、
地場産品の販路拡大と安定化の推進

消費者の求める安全・安心な農水産物の生産に努
め、環境と調和のとれた生産活動を遵守し、伊達産食
材のイメージを高めることで、地域さらには農水産物、
加工品のブランド化を図ります。
また、ブランドの市場浸透を積極的に推進するため、

「食」関連産業の販路拡大に向けた市場調査や販売促
進などのソフト面、及び施設や物流の整備などのハー
ド面双方から連携した取組を行います。

「食」関連産業の連携を深め、
起業の増加と雇用の拡大

「食」に関連する既存のさまざまな産業経済活動が
これまで以上に相互に結びついて相乗効果を上げるこ
とが重要になります。「食」関連産業全体の間口を広
げ、起業する事業者の増加を期すとともに、全体とし
て「食」関連産業の出荷額を伸ばし、雇用の拡大を図
ります。

Ⅲ
基
本
計
画

「食」に関連する地域文化や
保健福祉の普及促進

子どもの育児や教育の面で重要な「食育」や「食」
を支える自然環境の恵みを理解する体験学習、食生活
を多様な創造性で豊かに彩る「食文化」、健康づくり
における食生活の改善など、伊達産食材に関する市民
の理解を深めることにより、市民生活において「食」
が果たす多様な機能の充実を図ります。
さらに、これらの多様な側面を組み合わせた、「食」

テーマの地域イベントを実施し、「食」によるまちお
こしに向けた啓発と実践、参加の機会を創出します。

関連する主な基本事業　　　　　　　　　

「食」の地域ブランド化による
産業の連携と振興

●成果指標：農業産出額

平成19年度現在値s90.8億円
平成30年度目標値s95.0億円
【役割指針】

市　民：地元農産物を支える意義を理解して、積極
的な購入に努めましょう。

事業者：クリーン農業※を実践し、地産地消※の仕組
みづくりによる販路拡大に積極的に取り組
みましょう。

行　政：地産地消や地元農産物の販路拡大に関する
取組を促進します。

●成果指標：漁業生産高

平成19年度現在値s6,042t
平成30年度目標値s6,100t
【役割指針】

市　民：地元水産物を支える意義を理解して、積極
的な購入に努めましょう。

事業者：消費者と顔の見える関係を築き、地元水産
物の販路拡大を推進しましょう。

行　政：地産地消や地元水産物の販路拡大に関する
取組を促進します。

「食」をテーマとした農畜産業の振興 010101

水産物の消費と販路の拡大 010304

2

1

3
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●成果指標：農林水産物を使用した

新規商品の開発数

平成19年度現在値s５品
平成30年度目標値s５品以上
【役割指針】

市　民：地場産品の愛用に努めましょう。
事業者：新たな地場産品の研究開発、販路拡大、

PR等に積極的に取り組みましょう。
行　政：研究開発、販路拡大などへの支援や、市民

に対する啓発活動を行います。

●成果指標：第一次産業の体験観光参加者数

平成19年度現在値s200人
平成30年度目標値s200人以上
【役割指針】

市　民：来訪者を温かく迎え、もてなしの心で接し
ましょう。

事業者：観光客が第一次産業を通じてものづくりを
体験し実感できる取組を進めましょう。

行　政：もてなしの心の啓発と、観光資源の整備を
行います。

食育や食文化の振興

●成果指標：食育事業への参加者数

平成19年度現在値s1,185人
平成30年度目標値s1,500人
【役割指針】

市　民：家庭の中で健康に気をつけた食生活に努め
ましょう。

事業者：安全で安心できる、質の高い食品を提供し
ましょう。

行　政：市民や事業者に対し、質の高い食生活の大
切さを啓発します。

●成果指標：朝食をとって登校する

児童生徒の割合

平成19年度現在値s小学校：94.5％
中学校：90.9％

平成30年度目標値s小学校：100％
中学校：100％

【役割指針】

市　民：家庭の中で、子どもの発達段階に応じた健
全な食習慣が身につくよう努めましょう。

行　政：食育に関する啓発や環境の整備を進めま
す。

Ⅲ
基
本
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地場産品の研究開発・販路拡大 010504 食育・健康教育の推進 030203

観光資源の整備 010601

食育事業の推進 020103

●食育

生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保
が図られるよう、自らの食について考える習慣や地域の産物や食
に関するさまざまな知識と食を選択する判断力を楽しく身に付け
るための学習等の取組を指します。
●クリーン農業

堆肥などの有機物の施用や、化学肥料の使用抑制など、農業の
自然循環機能を維持増進させ、環境と調和に配慮した、安全・安
心で、品質の高い農産物の生産を進める農業を言います。
●地産地消

地域で生産されたものを地域で消費することを言います。

用 語 解 説
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21世紀を切り拓く心豊かでたくましい人材を育成す
るため、個人が明確な目的意識を持ち、何事にも意欲
的に取り組むことのできる教育が必要であると考えま
す。
自然の原理や不思議さ、面白さに触れさせたり、身

近な生活の中から知識を学ぶことで自分の関心を高め
ていけるような取組を進めるため、理科であれば実験
を多くするとか体験学習を増やすなどの工夫を推し進
めます。
また、子どもたちがモラル、マナー、ルールなどを

学び、生命を大切にする心、思いやりのある心、美し
いものに感動する心など豊かな心と感性を育むことが
重要であることから、伊達市の人材や自然、歴史的風
土、伝統、文化など特色のある優れた教育資源を活用
した取組を進めます。

政策領域　　　　　　　　　　　　　　　

「教育」については、特に次の政策領域に力を入れ
て重点政策の実現を図ります。

学力の向上と豊かな心、
健やかな体を育成する教育の推進

子どもたちが将来、社会において自立して生きてい
くためには、基礎的・基本的な知識や技能をしっかり
と身に付け、活用できる能力・態度の育成が重要です。
このため、学ぶ意欲を高め、望ましい学習習慣を身に
付けさせるとともに、自ら学び自ら考え行動するため
の確かな学力の向上をめざします。
また、規範意識や公正な判断力を育み、基本的な倫

理観等を身に付けさせるとともに、豊かな心の育成や
子どもたちが運動に親しむ機会を増やすなど、体力・
運動能力の向上をめざします。

地域の教育資源を活かした
特色ある学校づくりの推進

学校の評価等を適切に実施し、その結果を公表する
とともに、学校の教育活動などについて積極的に情報
提供する取組の充実に努めます。
また、伊達市の人材や自然環境などの教育資源を活

かしながら、多様な教育活動を展開し、児童生徒が意
欲的に学校生活に取り組むことができる、特色ある学
校づくりを進めます。

地域全体で子どもたちを育てる
体制づくりの推進

家庭において子どもが基本的な生活習慣を身に付
け、心身の調和のとれた発達が図られるよう家庭の教
育力の向上に努めるとともに、子どもたちが異世代間
の交流などさまざまな体験活動に主体的に取り組むこ
とができる活動拠点づくりや地域が学校を支援するた
めの組織づくりを行うなど学校、家庭、地域が一体と
なって子どもたちを育てる体制づくりを推進します。

関連する主な基本事業　　　　　　　　　

生きる力を育み、
自信と活力にみちた教育の実現

●成果指標：授業がよくわかると答えた

児童生徒の割合

平成19年度現在値s小学校：国語72.4% 算数63.5%
中学校：国語73.1% 数学56.0%

平成30年度目標値s小学校：国語95.0% 算数85.0%
中学校：国語95.0% 数学80.0%

【役割指針】

市民：家庭で学習の習慣が身につくようにしましょ
う。

行政：子どもたちが、学ぶ意欲を高め、学習習慣を
身に付け学力が向上するよう努めます。

●成果指標：体の不自由な人や

お年寄りなど、困っている人の手助けを

したことがあると答えた児童生徒の割合

平成19年度現在値s小学校：40.6％
中学校：53.4％

平成30年度目標値s小学校：70.0％
中学校：80.0％

【役割指針】

市民：家庭や地域において社会生活のモラルやルー
ル、マナーを教えましょう。

行政：本市の歴史的風土、伝統を活用した道徳教育
の充実を図ります。

確かな学力の向上をめざす教育の推進 030201

豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 030202

1

2
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●成果指標：スポーツをすることが好きと答えた

児童生徒の割合

平成19年度現在値s小学校：87.5％
中学校：84.2％

平成30年度目標値s小学校：95.0％
中学校：95.0％

【役割指針】

市民：家庭や地域でのスポーツ活動を増やしましょ
う。

行政：体育学習や運動部活動、スポーツ少年団活動
等の充実を図ります。

●成果指標：総合学習において

地域の人材や自然環境など

教育資源を活かした授業の割合

平成19年度現在値s小学校：26.3%
中学校：18.4%

平成30年度目標値s小学校：40.0%
中学校：30.0%

【役割指針】

市民：地域の方が講師となり、地域の自然、歴史、
風土、伝統、文化などを伝えましょう。

行政：子どもたちが意欲的に学校生活に取り組むこ
とができるよう、地域の教育資源を活用した
特色のある学校づくりを推進します。

家庭、学校、地域が一体となって
子どもたちを育てる体制づくりの推進

●成果指標：学校を支援する地域組織を

設置している学校の割合

平成19年度現在値s小学校：40.0%
中学校：28.6%

平成30年度目標値s小学校：100%
中学校：100%

【役割指針】

市民：学校を支援する地域組織に参加して、学校を
積極的に支援しましょう。

行政：学校を支援する地域組織の設置やその充実を

促進します。

●成果指標：家庭教育学級※活動の参加者数

平成19年度現在値s1,508人
平成30年度目標値s1,800人
【役割指針】

市民：家庭教育学級活動に参加して家庭教育につい
て学びましょう。

行政：家庭教育学級を積極的に支援します。

特色ある学校づくりの推進 030204

きめ細かな家庭教育の支援 030503

家庭や地域の教育力の向上と
学校を支援する体制づくりの推進

030205

●家庭教育学級

家庭や地域の教育力を高めるため、保護者等を対象に、家庭教
育に関する情報交換や子育てのあり方、子ども達の健全育成につ
いて、自主的かつ共同で計画的に学習する場です。

用 語 解 説
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3
重点政策

………「生きがい」
健康を維持し、さまざまな形で社会活動に参加する

ことは、生きる活力「生きがい」の源です。
そこで、健康づくりや介護予防、予防医療に向けた

仕組みづくりと、特に高齢者や障がい者が積極的に参
加できる機会と場が重要になります。生涯学習やスポ
ーツ、レクリェーション、さらには現役時代のノウハ
ウを活かした就労などの機会も、「生きがい」づくり
にとっては効果的です。
しかし一方では、そのような機会や場に参加できな

い人がいることにも目を向ける必要があります。交通
手段等の課題もありますが、日常的なコミュニケーシ
ョンが少なくなることによって、次第に閉じこもりが
ちになるのではないかという心の健康問題もありま
す。このため、高齢者や障がいを抱える人も日常的に
コミュニケーションし合う住民交流の活発な地域を創
出し、その中で自分の生きる目標を見出したり、ふれ
あいを楽しむことのできる地域づくりをめざします。

政策領域　　　　　　　　　　　　　　　

「生きがい」については、特に次の政策領域に力を
入れて重点政策の実現を図ります。

高齢者や障がい者の
社会参加を活性化

趣味やスポーツ、行催事、友人付き合いや地域の集
まり、さまざまなテーマに関する学習や実践活動など
に高齢者や障がい者が積極的に参加するような、交流
の盛んな地域づくりを推進します。
また、高齢者が家庭や地域、企業などで、豊かな経

験と知識・技能を活かしながら、社会参加ができる地
域づくりを支援します。

健康寿命※を延ばす

市民自らが自分の健康づくりに関わる活動を行い、
心身ともに健康で人生に充実感を感じる期間、すなわ
ち「健康寿命」を延ばす取組を推進します。これは、
高齢者の仲間入りをする前から予防的に健康維持の活
動を行う幅広い市民健康づくり活動として推し進めま
す。

関連する主な基本事業　　　　　　　　　

高齢者・障がい者のコミュニティ参加の推進

●成果指標：健康づくりイベント参加者数

平成19年度現在値s318人
平成30年度目標値s400人
【役割指針】

市民：ボランティアの実践や仕組みづくりに参加
し、自らの健康管理にも努めましょう。

行政：市民が健康づくりやボランティア活動に参加
しやすい環境を整備します。

●成果指標：施設入所している障がい者数

平成19年度現在値s108人
平成30年度目標値s 90人
【役割指針】

市民：障がい者への理解を深めるとともに、障がい
者自身も地域活動に積極的に参加しましょ
う。

行政：障がいのある人もない人も互いに理解し共に
暮らせる仕組みづくりを進めます。

●成果指標：介護予防地域住民等

グループ活動事業への参加数

平成19年度現在値s 526人（実人数）
平成30年度目標値s1,050人（実人数）
【役割指針】

市民：積極的に活動に参加し、出来る役割を積極的
に担いましょう。

行政：高齢者に地域活動への参加を呼びかけ、活動
を支援します。

市民による健康づくりの推進 020102

自立への支援と社会参加の促進 020402

高齢者の生きがいづくりの推進 020601

2

1
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●成果指標：地域における

地域支え合いネットワークの構築

平成19年度現在値s―
平成30年度目標値s市内全域
【役割指針】

市民：支援が必要な高齢者を地域で支え合う、共助
のネットワークに参加しましょう。

行政：地域の関係者とともにネットワークづくりを
支援します。

●成果指標：学習機会への参加者数

平成19年度現在値s284人
平成30年度目標値s310人
【役割指針】

市民：高齢者は学習機会などの社会活動に積極的に
参加しましょう。

行政：高齢者が参加できる学習機会の充実や経験と
能力を活かせる社会参加の仕組みづくりを進
めます。

●成果指標：世代間交流事業への参加者数

平成19年度現在値s500人
平成30年度目標値s600人
【役割指針】

市民：さまざまなスポーツの機会に積極的に参加
し、楽しみましょう。

行政：スポーツを通じ、世代間交流のための環境づ
くりを進めます。

高齢者支援体制の整備 020602

高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会を創出 030502

身近で気軽にスポーツを
楽しむことのできる場や機会の提供

031001

●健康寿命

人生の中で健康で自立した日常生活ができる期間（支援や介護を
要しない期間）を言います

用 語 解 説
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4
重点政策

………「環境」
まちづくりにおける伊達市の特徴のひとつは、自然

環境の豊かさです。生物の多様性に富み、人間社会と
のつながりが深い自然を豊かに育んでいる地域の姿
は、大都会には見られない奥行きを有しています。こ
の自然環境を維持保全し後世に引き継ぐとともに、快
適な生活環境をさらに充実させることは、将来像の実
現にとって不可欠です。
また、自然環境や地球環境の保全をまちづくりにつ

なぐ発想も必要です。
環境の優位性を、観光や交流あるいは定住政策の柱

として活用するのみならず、地域のブランド化推進の
背景として、また産業の活性化や雇用創出に向けても
活用します。

政策領域　　　　　　　　　　　　　　　

「環境」については、特に次の政策領域に力を入れ
て重点政策の実現を図ります。

自然環境や地球環境の保全、
生活環境の充実

伊達市の良好な環境を未来に引き継ぐため、自然環
境や生活環境の保全、創造、改善に向けた取組を推進
します。
また、あらゆる領域での省エネルギー、省資源の取

組を進めると同時に、代替エネルギーへの切り替えを
推進し、地球温暖化※の防止に努めます。

良好な環境をまちづくりに活かす

温暖な気候や豊かな自然環境、整った都市環境など
地域資源の優れた特性を、観光や交流、移住などによ
るまちづくりに活かし、大都市とは異なる地域の魅力
を創造します。
また、豊富な森林資源を活かした木質バイオマス※

は、森林資源の持続的な利用にも結びつくと同時に地
球温暖化の防止にも効果的なエネルギー源となるの
で、これを活用した新たな地域産業の創出をめざしま
す。

関連する主な基本事業　　　　　　　　　

自然環境と生活環境の保全と充実

●成果指標：森林面積

平成19年度現在値s32,171ha
平成30年度目標値s現状維持
【役割指針】

市　民：植樹など森林育成活動に参加し、森林の多
面的な機能の理解を深めましょう。

事業者：森林の持続的活用に向けて適正な造林育林
事業を推進しましょう。

行　政：森林の多面的な機能について啓発をすると
ともに、必要な整備に努めます。

●成果指標：アダプトプログラム※

登録者数（公園緑地関係）

平成19年度現在値s140人
平成30年度目標値s300人
【役割指針】

市　民：公園緑地などの公共的空間を、協働によっ
て管理運営する活動に参加しましょう。

事業者：市民の役割を担うとともに、業務空間の緑
化など、環境整備に努めましょう。

行　政：公園緑地の整備を進めます。

●成果指標：河川水質の環境基準達成率※

平成19年度現在値s87.1％
平成30年度目標値s100％
【役割指針】

市　民：河川の大切さを理解して川をきれいにしま
しょう。

事業者：河川への排出物質を適正に管理し、河川水
質を汚染しないようにしましょう。

行　政：河川の機能が維持されるよう、水質の調査
を行うとともに関係機関に必要な方策を働
きかけます。

森林の持つ多面的機能の維持増進 010202

緑豊かな環境整備 040802

河川環境の復元と保全 040903

2
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●成果指標：自然保全活動への参加者数

平成19年度現在値s―
平成30年度目標値s

【役割指針】

市　民：自然環境の保全に関する活動に積極的に参
加しましょう。

事業者：市民の役割を担うとともに、自然環境の保
全にさまざまな協力と支援を行いましょう。

行　政：自然環境の保全と共生に関わる指針を作成
し、啓発を図ります。

●成果指標：市民１人当たりのごみ排出量

平成19年度現在値s877g／日
平成30年度目標値s790g／日
【役割指針】

市　民：家庭から出されるごみの発生抑制、再使用、
再利用を実践し、廃棄物の減量化に努めま
しょう。

事業者：事業系廃棄物を自らの責任により適正に処
理するとともに、発生抑制、再利用を図る
ことにより廃棄物の減量化に努めましょ
う。

行　政：ごみの発生抑制、再使用、再利用に関する
啓発を進めるとともに、分別収集の推進・
不法投棄の防止に努めます。

地球環境の保全と充実

●成果指標：木質ペレット※生産量

平成19年度現在値s―
平成30年度目標値s2,000t／年
【役割指針】

市　民：再生可能エネルギーの有用性について理解
し、活用に努めましょう。

事業者：再生可能エネルギーを積極的に導入しまし
ょう。

行　政：再生可能エネルギーの公共施設への導入を

進める一方、市民や事業所への啓発を行い
ます。

●成果指標：市民１人当たりのCO2排出量

平成19年度現在値s11.0kg／日
平成30年度目標値s 9.9kg／日
【役割指針】

市　民：ライフスタイルの見直しにより、家庭にお
ける省エネルギー活動を実践しましょう。

事業者：生産工程や事務工程におけるエネルギーの
消費を抑制しましょう。

行　政：公共施設のエネルギー消費を抑制するとと
もに、省エネルギーに関する情報を市民、
事業者に発信します。

自然との共生 040904

地球温暖化防止に向けた
再生可能エネルギーの活用促進

040901

省エネルギー対策の推進 040902

循環型社会※の構築 040905

●地球温暖化

大気圏に、二酸化炭素など赤外線を吸収する温室効果ガスの濃
度が高まり、大気の温度が上昇することです。
●木質バイオマス

利用可能な生物資源の中で、樹木の全部又は一部を通常はチッ
プにして得られる木質産物の総称です。
●アダプトプログラム

アダプト（ADOPT）とは、「養子にする」の意味。一定区画の公共の
場所を養子にみたて、市民が里親になって養子の美化（清掃）を行
い、行政がこれを支援する「まち美化」のプログラムです。
●河川水質の環境基準達成率

市内の主要10河川の調査地点12箇所で、５種類の環境基準に
ついて年４回測定した結果のうち、環境基準を達成している結果
の割合を数値化したものです。
●循環型社会

ごみの排出抑制や適正処理を行い、それを循環資源として再使用、
再利用することによって、天然資源の消費を少なくし、環境への負
荷をできる限り低減する社会を指します。
●木質ペレット

森林間伐材や林地残材を活用し、チップやおが粉などの製材副
産物を円筒状（直径６～10mm、長さ10～30mm）に圧縮成型し
た小粒の固形燃料です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市の農業は、野菜を中心とする畑作、酪農を主
に都市近郊型農業として経営されてきましたが、一連
の農政改革、国際化の中で担い手の高齢化や離農が進
み大きな岐路に立たされています。このことから新た
な経営感覚のもと「食」を基軸とした第六次産業化※

を進めるなど総合的な対応が求められています。

施策の目標

伊達市産業の基幹であり食糧の生産を担う農業が、
時代を担う産業として継続できるよう、異業種との連
携による販路の拡大や生産基盤、生産環境の整備を進
め、経営の安定を図ろうとするものです。

「食」をテーマとした農畜産業の振興

●基本事業の内容

クリーン農業の普及を図り安全で安心な農畜産物の
ブランド化を推進するとともに、地域と連携した地産
地消の取組により販路の拡大を図ります。また、直
販・加工施設の整備による農畜産物のＰＲや大規模ハ
ウス団地の整備による就労機会の確保と通年栽培をめ
ざします。

担い手の育成・確保

●基本事業の内容

担い手不足が深刻化し、農地の有効利用に支障が出
ていることから、新規就農者及び後継者の確保と経営
体としての法人化を積極的に推進するとともに、高齢
農業者の技術及び能力が活用できるよう必要な対策を
進めます。

農業生産基盤の整備

●基本事業の内容

農業者の意識改革をはじめ、生産性の向上を推進す
るために優良農地の確保、利用調整活動の強化による
円滑な農地の利用集積、農業生産基盤施設の総合的な
維持管理に努めるとともに、新エネルギーの導入を図
るなど生産基盤の整備を進めます。

環境に配慮した農業の推進

●基本事業の内容

クリーン農業の普及と土壌中の残存栄養分軽減型農
業※の促進を図り、堆肥舎、尿溜の整備、堆肥センタ
ーの利用を高め、資源循環型農業を推進します。また、
農業用廃プラスチックについては、リサイクルを基本
とした適正処理を推進し、ハウス暖房用燃料には地球
環境にやさしい木質ペレットの普及拡大を図ります。

高齢化に対応した農作物の振興

●基本事業の内容

農業者の高齢化に伴う高収益、軽量、永年性作物で
あるアロニア※やグリーンアスパラガス等の普及推進
を図ります。

s重点「食」基本事業 010101

基本事業 010102

Ⅲ
基
本
計
画

0
1
0
1
-
0
1

〜0
5

地域産業の中軸を担う農業環境の整備施策 0101

基本事業 010103

基本事業 010104

基本事業 010105
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施策をとりまく環境

森林面積は伊達市域面積の72％を占めていますが、
森林に対する国民の要請は木材生産から公益的機能に
移行しつつ多様化しています。森林の有する多面的機
能の持続的発揮と林業の持続的発展及び林産物利用の
促進を基本理念とし、森林の公益的機能の高度発揮を
目的とした地域林業の確保が求められています。

施策の目標

森林資源の維持増強を図るため、森林整備活動の支
援、民有林経営の振興に向けた森林組合の育成強化、
森林伐採後の新植事業の指導強化、森林情報等ネット
ワークの構築などを進め、森林所有者・森林組合・行
政間の連携を深めます。

林業の振興

●基本事業の内容

計画的な森林整備の啓発普及及び支援、森林組合の
育成強化、森林の維持管理に関する林道等の整備補修、
植林事業の指導強化、森林景観の保全、森林情報ネッ
トワークの構築等を推進します。

森林の持つ多面的機能の維持増進

●基本事業の内容

地球温暖化の抑制、国土や生態系の保全、水源の涵
養など森林が持つ公益的機能の維持・増進のため、市
民や企業との協働のもと、地域の自主性・裁量性を活
かしながら森林整備の推進を図ります。

基本事業 010201

s重点「環境」基本事業 010202

Ⅲ
基
本
計
画

0
1
0
2
-
0
1

〜0
2

健全な林業の振興施策 0102

［P26］
●第六次産業化

第一次産業×第二次産業×第三次産業のことで、それぞれの産
業が一体となって、総合産業（第六次産業）として発展することを
めざし、その際、どれか欠けると０（ゼロ）になってしまうため、いず
れも欠かせないという、産業間連携のあり方を示します。
●残存栄養分軽減型農業

硝酸態チッソ等の地下水汚染を防止するため、土壌分析に基づき
作物が必要とする養分（肥料）だけを施肥し、土壌中の養分蓄積を
押さえる農業。既に蓄積が進んでいる土壌については、緑肥作物
等による養分の収奪や減肥を行います。
●アロニア

薔薇科に属するアメリカ原産の植物で、ロシアでは黒い実のナナカ
マドと呼ばれ、古くからジャムやジュース、果実酒として利用されてい
る果樹です。酸味に甘さが加わった豊かな風味が特徴で健康によ
いといわれるポリフェノールが豊富で、ポリフェノールの一種アントシ
アニンをブルーベリーの２倍、ブドウの約１.５倍含んでいる機能性
食品として注目を集めています。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

水産資源の維持・増大を図るため、新たな栽培魚種
の導入や資源の適正な管理を進め、つくり育てる漁業
のより一層積極的な推進が必要です。また、消費者の
食の安全安心を求める地産地消の取組に対応するた
め、都市部との交流を深め、水産物の消費及び販路の
拡大を図る必要があります。

施策の目標

漁業の安定を図るためには、減少している資源の維
持と増大が第一で、そのためには計画的な生産額が確
保できる栽培漁業を中核として推進し、これらを取り
巻く生産基盤、施設近代化、後継者、消費・販売の環
境を整備していきます。

安定した漁業の確立

●基本事業の内容

ホタテ、マツカワ、ナマコなどの増養殖等栽培漁業
への支援、漁業権行使規則※・漁獲規制等の遵守促進、
豊かな海を育てる森づくり、ヒトデの駆除等による、
水産資源の維持と増大を図ります。

漁業生産基盤の整備

●基本事業の内容

生産施設整備に合わせた既存漁港の機能高度化、ウ
ニ、ナマコ等の増殖漁場、共同作業所などの漁業関連
施設の整備を促進します。

漁業経営の強化

●基本事業の内容

効率的な漁業経営を確立するため、協業化や法人化
の促進、漁労作業の効率化や生産コストの削減のため
漁船や装備・機器等の近代化、担い手の育成、新規就
業者の確保などを図ります。

水産物の消費と販路の拡大

●基本事業の内容

産地直売イベントへの参加、地場有力水産物の地域
ブランド化の推進、地産地消運動への参画等により、
消費者と顔の見える関係あるいは消費者により継続し
て支持され購入される関係を築き、消費と販路の拡大
に努めます。

漁村地域の活性化

●基本事業の内容

交流広場、フィッシャリーナ施設※の環境整備及び
利用促進、海のかあちゃん朝市への支援などにより、
漁村地域の活性化を図ります。

基本事業 010301

基本事業 010303

s重点「食」基本事業 010304

基本事業 010305

基本事業 010302

Ⅲ
基
本
計
画

0
1
0
3
-
0
1

〜0
5

安定した漁業の確立施策 0103

基本事業 010303

●漁業権行使規則

漁業権（一定の水面において営む漁業で都道府県知事の免許を
必要とするもの）の行使にあたり、漁業を営む者の資格、漁業の方
法などを定めたものです。
●フィッシャリーナ施設

漁港区域内の遊漁船等（プレジャーボート）を漁船と分離して収容
するための施設とその利用者のためのサービスや安全施設などを
兼ね備えた漁港区域内の施設の総称（フィッシュ［魚］とアリーナ
［劇場］を組合わせた造語）です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

中心市街地を取り巻く厳しい環境の変化に伴い、コ
ミュニティの中の商店街としての機能も薄れ、商業機
能は一層低下しています。中心市街地本来の生活空間
としての機能回復や、消費者ニーズに対応したサービ
スの向上、経営者・従業員の意識改革、経営の近代
化・合理化など、将来を見据えた商業の振興が求めら
れています。

施策の目標

都市機能の集積や市民・消費者ニーズに対応した
「暮らしやすい中心市街地」を創出するため、都市基
盤※の整備とともに、住環境と住民満足度を高める生
活支援サービス等を一体で提供する「まちなか居住※」
を展開する一方、商業機能を維持強化する活性化事業
を促進します。

中心市街地の活性化

●基本事業の内容

伊達駅前商店街近代化整備事業、ライフモビリティ※

連携やタウンモビリティ※を包含する生活支援サービ
ス事業並びに空き店舗活用事業などによる商業等の活
性化事業を促進します。

経営の近代化

●基本事業の内容

商業を取り巻く社会・経済情勢の著しい変化に対応
すべく、商工会議所・商工会や金融機関など関係機関
との連携により、経営の合理化、人材の育成、融資制
度等の充実を図り、地場企業の経営の近代化を促進し
ます。

基本事業 010401

基本事業 010402

Ⅲ
基
本
計
画

0
1
0
4
-
0
1

〜0
2

生活者のニーズに応える商業施策 0104

●都市基盤

適正な都市化を促進するために必要な道路、公園、下水道等の
公共施設の総称です。
●まちなか居住

公益施設や都市機能が集積し、それらの利便性を日常的に享受
できる市街地（まちなか）での居住を言います。歩いて行ける範囲に
各種施設や商店、交通拠点があるため便利な生活を送ることがで
きます。人 が々ふれあう機会も増えることで多様なコミュニケーション
が生まれ、暮らしの支えあいが可能になります。
●ライフモビリティ

あらかじめ登録を行った会員が電話などで予約を行うことで、自由
にまちなかの移動ができるという予約制、乗合制の地域交通シス
テムを指し、伊達市の場合は、愛のりタクシーがこれにあたります。
●タウンモビリティ

バスやライフモビリティ（会員制乗合タクシー）を利用して中心市
街地を訪れる高齢者等に、商店街などに用意した電動スクーター
等を貸し出すことによって、買い物や病院等の利用の際の「まち
なか移動」を容易にするサービスです。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

景気変動に対応できる市内企業へ育成を図るため、
室蘭テクノセンターを活用した異業種間相互交流を進
めています。地場企業育成のためには、退職金制度の
普及や職業能力開発など人材育成も必要です。一方、
整備の進んだ伊達市の工業団地への企業誘致活動も求
められています。

施策の目標

企業間における情報・技術など広範囲な交流を促進
し、地域資源を活用した新製品や消費者ニーズの多様
化に対応した製品のブランド化などの研究開発や販路
拡大に努めるとともに、工業団地への新規企業立地に
向けた誘致活動を促進します。

中小企業の経営基盤の強化

●基本事業の内容

主たる地場産業である食料品製造業をはじめとする
既存企業の成長に向けて、商工会議所・商工会との連
携による経営の安定化・近代化、室蘭テクノセンター
や大学との連携による情報・技術交流及び異業種間相
互交流を促進します。

工業基盤の整備

●基本事業の内容

伊達市の工業団地も交通アクセスが改善されたこと
から、伊達市への企業誘致を推進するため、長和工業
団地などの整備を計画的に促進します。

新規企業の誘致

●基本事業の内容

各種情報をもとに企業に対して立地の意向調査や訪
問などを行い、ものづくり産業※、情報産業等の誘致
を推進します。また、立地企業に対する各種支援制度
を充実させ、立地相談窓口の一本化など受け入れ体制
の整備も進めます。

地場産品の研究開発・販路拡大

●基本事業の内容

地場産品の製造や加工、販売業者や関係団体が一体
となった販売戦略・PR活動を展開するため、地域資
源を活用した新製品の研究開発、販路拡大、PR活動
の強化などを進めます。

地場産業の育成強化

●基本事業の内容

地場企業の福利厚生・人材育成の観点から、退職金
制度の充実や地場企業の研修及び職業能力開発などに
よる人材育成を促進することにより、地場企業の育成
強化を図ります。

基本事業 010501

基本事業 010502

Ⅲ
基
本
計
画

0
1
0
5
-
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1

〜0
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活力ある工業・地場産業の振興施策 0105

基本事業 010503

s重点「食」基本事業 010504

基本事業 010505

●ものづくり産業

地域にある資源と地域の特性や潜在力を活かし、より付加価値の
高い製品を製造して地域の経済活動を活性化させる産業です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市は自然環境や歴史など豊富な観光資源に恵ま
れていますが、その有効活用が大きな課題となってい
ます。また、近年の観光ニーズである参加・体験型観
光※、健康志向に有効活用するため、農水産物などの
食を新たな観光資源として見直し、これらを有機的に
結びつけることが求められています。

施策の目標

周辺市町と連携した周遊ルートの設定など広域観光
を推進するとともに、「北の湘南」と言われる恵まれ
た気象条件や自然資源、歴史的人文資源、農水産資源
など、地域の特性を活かした体験型の観光地づくりを
進めます。また、観光ボランティア※などの人材育成
にも努めます。

観光資源の整備

●基本事業の内容

地域の特性を活かした参加・体験型の観光づくりを
行うため、地域資源を活かした観光施設の点検整備を
進めるとともに、自然や温泉、歴史を活かした観光と
農業などの産業を活用した体験型観光を推進し、観光
産業と広域観光の振興を図ります。

受入体制の整備

●基本事業の内容

観光客受入のためのソフト面の整備として、もてな
しの心をはじめ、観光ボランティア、地域リーダーの
育成支援、観光推進体制の充実、観光ＰＲの強化を行
い、観光客の受入体制の整備を促進します。

s重点「食」基本事業 010601

基本事業 010602

Ⅲ
基
本
計
画
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〜0
2

地域の特性を活かした魅力ある観光基盤の形成施策 0106

●体験型観光

自然、アウトドアスポーツ、産業、文化などに旅行者自身が直接触
れたり、参加したりすることを目的とした観光です。
●観光ボランティア

地域への来訪者に対して、自分の居住している地域などを無料また
は廉価で案内、紹介する者の総称です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

近年は、病気の予防を重視した保健医療体系への転
換が図られる一方、母子を取り巻く環境も大きく変化
し、それらに対応する環境づくりが求められています。
また、総合病院としての中核を成す公的病院である伊
達赤十字病院の産科や小児科医をはじめとする医師不
足の解消を図るためにも、常勤勤務医の確保が不可欠
であり、安定的な医療体制の充実が求められておりま
す。

施策の目標

市民が健康づくりを積極的に進め、自己管理に取り
組むことができる支援体制を進めるとともに、育児不
安や母子保健に取り組むための支援体制の充実を図り
ます。また、厳しい状況にある地域医療体制について
は、広域連携により推進します。

保健サービス体制の整備

●基本事業の内容

一次予防※に重点を置いた健康づくりの推進と疾病
の予防対策、子育て支援等を中心とした保健事業を進
め、中核医療機関である伊達赤十字病院の機能充実を
支援するとともに、救急医療確保のため体制整備を進
めます。

市民による健康づくりの推進

●基本事業の内容

市民自らが、健康への自覚を高めて、自ら健康管理
に取り組み、心身ともに健康で人生に充実感を感じる
「健康寿命※」を延ばす取組を進めるとともに、健康づ
くりやボランティア活動に参加しやすい環境を整備
し、地域活動を支える健康ボランティアなどの地区組
織づくりを進めます。

食育事業の推進

●基本事業の内容

子どもの健やかな心身の発達を促し、乳幼児期から
生きるための基本である「食を営む力」を育てるため
に関係機関、団体と連携し子どもが「豊かな食の体験」
を積み重ねるとともに、全市民を対象とした食育事業
の充実を図り、生涯を健康で質の高い生活を送ること
ができる環境づくりを進めます。

基本事業 020101

s重点「生きがい」基本事業 020102

Ⅲ
基
本
計
画
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〜0
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市民とともに進める健康の保持増進施策 0201

s重点「食」基本事業 020103

●一次予防

疾病の発生そのものを予防することを指します。
●健康寿命

人生の中で健康で自立した日常生活ができる期間（支援や介護を
要しない期間）を言います。

用 語 解 説



33

02
政策

………福祉・市民生活

施策をとりまく環境

少子高齢化や核家族化の進行、生活様式の変化など
から、ひとり暮らしの高齢者や障がい者等を地域で支
え合う方策が求められています。福祉への理解と思い
やりの心を育み、ノーマライゼーション※の普及と地
域における各種福祉施設や安心して生活できるバリア
フリー※のまちづくりの整備が必要とされています。

施策の目標

地域福祉の重要な役割を担う社会福祉協議会や福祉
ボランティアなどとの協働により地域で支え合う仕組
みづくりを整え、住み慣れた地域で安心して生活でき
るまちづくりをめざします。

地域福祉活動の促進

●基本事業の内容

ひとり暮らしの高齢者や障がい者等を自治会や隣同
士で助け合えるよう、社会福祉協議会の機能充実に努
めるとともに、福祉ボランティアの育成を図ります。
また、民生委員・児童委員の地域活動促進をめざし、
各関係機関との連携強化に努めます。

福祉施設の充実整備

●基本事業の内容

既存の福祉施設が、地域におけるふれあい活動の場
として有効に活用されるように整備を進め、施設の充
実を図ります。

アイヌ福祉対策の推進

●基本事業の内容

「アイヌ文化振興法」に基づき、居住環境の整備を
支援するとともに、各種制度についての周知を図りま
す。また、伝承文化の継承を支援するなど、アイヌの
人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現をめ
ざします。

基本事業 020201

基本事業 020202

Ⅲ
基
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地域福祉の推進施策 0202

基本事業 020203020203

●ノーマライゼーション

障がいのある人もない人も、お互いが特別に区別されることなく、
社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿で
あるとする考え方。また、それに向けた運動や施策なども含まれ
ます。
●バリアフリー

高齢者や障がい者の諸活動を妨げる物理的な障壁（バリア）が
なく、動きやすい環境のこと。また、諸制度や情報面の障壁など、
障がいのある人を取り巻く生活全般に関連する障壁を取り除くこ
とを言います。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

少子化や核家族化の進行、女性の社会進出、さらに
は地域における人とのつながりが希薄になるととも
に、家庭での養育機能の低下や子ども同士の遊びの機
会が減少し、育児の孤立化や悩みを持つ母親等が増え
ています。子どもが犠牲となる犯罪や虐待なども増え
ており安心、安全に過ごせる場の提供が求められてい
ます。

施策の目標

家庭での子育ての大切さや社会が子育てを支援する
意識を啓発し、子どもたちが健やかに育ち、安心して
産み育てることができる環境づくりを計画的に推進す
るとともに、育児支援や相談指導体制の充実を図りま
す。

子育て支援体制の充実

●基本事業の内容

子育て支援を行う拠点施設の整備を進めるととも
に、子育て中の人が気軽に集まることのできる場所を
確保し、子育て経験者と協働するなどして子育て支援
事業の充実を図り、児童虐待などを未然に防ぐことが
できるよう努めます。

保育サービスの充実

●基本事業の内容

女性の社会進出の増加に伴い、多様化する保育ニー
ズに対応するため、延長保育や休日保育、一時保育等
の充実と民間活用による保育の効率化に努め、子育て
家庭における仕事と育児の両立を支援します。

放課後児童クラブ※の充実

●基本事業の内容

共働き家庭など留守家庭の児童に対し、放課後等に
おける適切な遊びや生活の場を確保するなど環境整備
を進め、児童クラブの充実を図ります。

児童厚生・福祉施設の充実

●基本事業の内容

健全な遊び場と安全・安心な子どもたちの活動拠点
の整備として、児童館の環境整備に努めます。

ひとり親家庭支援体制の充実

●基本事業の内容

ひとり親家庭などの経済的自立を支援するため、関
係部署、関係機関と連携した相談体制を構築するとと
もに、母子・寡婦福祉資金等、諸制度の周知と活用の
促進を図ります。

基本事業 020301

基本事業 020302
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児童・ひとり親家庭の福祉の充実施策 0203

基本事業 020303

基本事業 020304

基本事業 020305

●放課後児童クラブ

仕事などで昼間保護者のいない子どもたち（小学校に就学してい
るおおむね１０歳未満の児童）を対象に空き教室や集会所などで
放課後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を
図る事業です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

障がいの重度・重複化、障がい者の自立や社会参加
意欲の高まりなどから、障がい者が年齢や障がいの種
別に関わりなく、身近に必要なサービスを受けながら
安心して暮らせるまちづくりが求められています。

施策の目標

障がいのある人もない人も互いに支え合い、地域で
生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会をめざす
「ノーマライゼーション※」の考え方を基本に、地域の
中で自立し、生きがいを持ちながら安心して生活でき
るまちづくりをめざします。

共に支え合うまちづくり

●基本事業の内容

障がい者が安心して暮らせるよう、地域の福祉・医
療・教育・就労等のサービスを有効に活用できるまち
づくりをめざします。

自立への支援と社会参加の促進

●基本事業の内容

障がい者が自立をめざす自覚を持ち、地域社会のあ
らゆる活動に積極的に参加し、生きがいを持って暮ら
すことができるよう、また、障がいのある人もない人
も互いを理解し合い、市民のひとりとして社会参加で
きるまちづくりをめざします。

お互いを尊重し合えるまちづくり

●基本事業の内容

障がいのある人もない人も市民としてお互いを支え
合い尊重しながら安心して楽しく暮らすことのできる
まちづくりの推進を図ります。

基本事業 020401

s重点「生きがい」基本事業 020402
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障がい者の自立と社会参加施策 0204

基本事業 020403

●ノーマライゼーション

障がいのある人もない人も、お互いが特別に区別されることなく、
社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿で
あるとする考え方。また、それに向けた運動や施策なども含まれ
ます。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市における生活保護の受給状況は、高齢者世帯
が半数を超えており、今後も高齢化が進むことが予測
されます。また、新たに生活保護が開始される件数も
増加傾向にある一方、受給期間が10年を超えている世
帯が半数以上となっていることから、自立に向けた支
援策を講ずることが求められています。

施策の目標

生活保護世帯の自立を妨げる要因に基づき、自立支
援の具体的な内容や実施手順により支援策を個別に講
じ、被保護者に必要な支援を行うことで、生活自立に
向けたまちづくりをめざします。

自立自助の促進

●基本事業の内容

生活保護は経済的支援から自立を支援する制度に転
換し、就労支援や日常生活支援など、ハローワーク※

や民生委員・児童委員などの関係機関と密接な連携に
より、被保護者の状況に応じた自立支援を図ります。

基本事業 020501

Ⅲ
基
本
計
画

0
2
0
5
-
0
1

生活自立への福祉施策 0205

［P37］
●認知症

正常であった脳がいろいろな原因で細胞が死んでしまったり、働き
が悪くなったために、さまざまな障害が起こり、生活する上で支障が
出てしまう病気です。具体的には、「物忘れ」や「判断力の低下」な
どが起こり、他の人とコミュニケーションがとりにくくなったり、周りの
状況に合わせた行動がとれなくなったりします。
●地域サポーター

本来は地域コミュニティ活動を支えていく人、全てを指しますが、こ
こでは特に、閉じこもりがちな高齢者などを支える地域活動に意欲
的に参加する高齢者を指します。
●介護支援専門員

介護が必要な人が適切なサービスを利用できるように支援する専
門職で、ケアマネジャーとも言います。利用者やその家族の相談に
応じたり、市や居宅サービス事業所、介護保健施設などとの連絡
調整、介護サービス計画の作成などを行います。
●地域包括支援センター

介護保険法により定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向
上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。

用 語 解 説

［P36］
●ハローワーク

公共職業安定所の愛称。厚生労働省が設置する職業安定法に
基づく国民に安定した雇用機会を確保することを目的とした行政機
関です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市の高齢化は、全国・北海道平均を大幅に上回
る勢いで進行しており、核家族化などにより家庭での
介護力が低下し地域で支え合う環境づくりが求められ
ています。いつまでも元気で生活するための介護予防
や認知症※予防などを働きかけ、住み慣れた地域で安
心して暮らすことのできるまちづくりが必要とされて
います。

施策の目標

必要なときに必要なサービスが利用でき、保健・医
療・福祉の一層の連携により、介護予防を柱とした施
策を推進し、住み慣れた地域で支え合うネットワーク
づくりや高齢者の生きがいづくりを推進するまちづく
りをめざします。

高齢者の生きがいづくりの推進

●基本事業の内容

高齢者が生きがいを持ちつつ健康で豊かな高齢期を
過ごすために、就労、ボランティア、生涯学習、生涯
スポーツなどを通じ、地域社会に積極的に参加ができ
るように支援します。また、身体的・精神的な要因や
環境の変化などさまざまな要因によって交流等が少な
くなっている高齢者には、より身近な地域でのふれあ
い・交流の場を提供できる取組を進め、元気な高齢者
等をその中での地域サポーター※として育成支援します。

高齢者支援体制の整備

●基本事業の内容

高齢者が安心して暮らせる地域社会をつくるために
は、支援が必要な高齢者を地域で支え合うことが必要
なことから、市民の共助の高揚を図るとともに、支え
合う地域のネットワークづくりを進めます。

地域包括支援体制の充実

●基本事業の内容

高齢者が抱える問題に適切に対応するため、総合相
談支援体制の充実や介護支援専門員※のネットワーク
化を図るなど、地域包括支援センター※体制の充実を
図ります。

認知症高齢者及び介護家族への支援

●基本事業の内容

認知症高齢者やその介護者が安心して生活できるよ
う、認知症高齢者に対する正しい知識の普及や、見守
りサポーターの養成により支え合う活動を実施する一
方、介護している家族への助言や相談業務を積極的に
進めます。

生活支援サービスの充実

●基本事業の内容

高齢者の自立した在宅生活の維持向上のため、介護
予防の普及啓発、地域サポーターの育成や各種サービ
ス事業の充実を図るとともに、関係機関との連携のも
と家族介護者に対する支援を行います。

Ⅲ
基
本
計
画
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〜0
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高齢者福祉の充実施策 0206

［参考データ］

高齢者人口・ひとり暮らし高齢者数・高齢化率の推移

※高齢者人口及び伊達市の高齢化率は各年10月１日現在。
うちひとり暮らし高齢者数は各年12月31日現在。
北海道､全国の高齢化率は「総務省統計局（各年10月１日確定値）」による。

s重点「生きがい」基本事業 020602

基本事業 020603
区分

高齢者人口

うちひとり暮らし

伊達市

北海道

全　国

高
齢
化
率

平成15年度

8,935人

1,044人

24.7％

20.3％

19.0％

平成16年度

9,228人

1,138人

25.5％

20.8％

19.5％

平成17年度

9,393人

1,193人

26.0％

21.4％

20.1％

平成18年度

10,129人

1,266人

26.9％

22.2％

20.8％

平成19年度

10,348人

1,299人

27.6％

22.9％

21.5％

s重点「生きがい」基本事業 020601

基本事業 020604

基本事業 020605
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施策をとりまく環境

介護保険制度は、介護給付費の増大とそれに伴う介
護保険料の負担の増大も相まって、予防重視型システ
ムへの転換が必要です。このため、介護を必要としな
い元気な高齢者づくりに向けて介護予防事業を推進す
るとともに、介護度の上昇を防ぎ、給付の適正化と介
護保険制度の円滑な運営を行っていく必要がありま
す。

施策の目標

高齢者が、介護を必要としない自立した生活が送れ
るような介護予防事業に重点を置く一方、要介護状態
や要支援状態になった高齢者に対し、総合的なサービ
スの提供ができるまちづくりをめざします。

介護保険事業の推進

●基本事業の内容

公平・公正の観点から要介護認定を行い、介護給付
費の適正化に取り組むとともに、被保険者の所得状況
に応じ、適正な負担となるよう取組を進めます。

介護予防事業の推進

●基本事業の内容

介護を必要としない元気な高齢者づくりに向けて、
各種介護予防事業を実施するとともに、地域包括支援
センター※を核として包括的支援事業の推進を図りま
す。

基本事業 020701

基本事業 020702

Ⅲ
基
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介護保険制度の円滑な運営施策 0207

●地域包括支援センター→P36用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市の雇用環境は依然厳しく、若年者はもとより
女性や高齢者の地元雇用に大きな影響を与えていま
す。このため、新たな雇用創出による就業機会の拡充
と安心して働ける環境づくりが極めて重要な課題とな
っています。

施策の目標

地元雇用の場の確保を図るため、新たな雇用創出を
図るとともに勤労者のための各種福祉施策の充実を図
るなど、生活基盤の安定に努めます。

雇用環境の改善

●基本事業の内容

雇用環境の厳しい情勢を踏まえ、ハローワーク※な
ど関係機関との連携による雇用機会の拡充、職業能力
の開発、労働条件の改善、障がい者・高齢者雇用の促
進により、雇用環境の改善を図ります。

勤労者福祉の充実

●基本事業の内容

勤労者生活の安定・向上を図るため、雇用開発協会
の各種施策のＰＲと活用を促進するとともに、退職後
の生活安定を図るため公的共済制度の加入事業所の拡
大や市の勤労者生活資金を活用し勤労者福祉の充実を
図ります。

基本事業 020801

基本事業 020802

勤労者生活の安定と向上施策 0208

●ハローワーク→P36用 語 解 説
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施策をとりまく環境

新たな商品やサービスの登場で消費者の選択肢が広
がり、消費生活は豊かで利便性の高いものになりまし
たが、大量消費・大量廃棄に伴う環境問題や寡占化に
よる店舗の撤退など、新たな問題が発生する一方、悪
徳商法等による消費者トラブルも多様化・多発化する
など、大きく変化しています。

施策の目標

消費生活の安定向上のため、消費者意識の啓発や消
費者相談機能などの充実により、消費者が正しい知識
をもって安全で安心して消費生活を送ることができる
まちづくりをめざします。

消費者意識の向上

●基本事業の内容

消費生活展等の開催や消費生活情報の収集・提供に
より消費者意識の啓発と学習機会の拡充を図るととも
に、消費者協会や消費者グループの学習等への指導に
より、消費者団体の育成を進めます。

消費生活の安定

●基本事業の内容

多様化・複雑化する消費者問題へ迅速かつ適切に対
応するため、消費生活相談体制の充実を図るとともに、
生活必需品の価格動向に関する情報収集と提供を進め
ます。

基本事業 020901

基本事業 020902

Ⅲ
基
本
計
画

0
2
0
9
-
0
1

〜0
2

消費生活の安定と向上施策 0209
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02
政策

………福祉・市民生活

施策をとりまく環境

心豊かな地域社会を築くためには、地域におけるコ
ミュニティ※の充実が不可欠ですが、ライフスタイル
の多様化などにより地域連携の希薄化が進んでいま
す。このことから自治会をはじめ広範な市民団体と緊
密な連携を図りながら互いにアイディアを出し合い、
地域コミュニティの再生を図ることが求められていま
す。

施策の目標

心豊かな地域社会を築くため、自主自立の意識の高
揚と地域課題などに取り組む団体・組織の発掘や人材
育成を図るとともに、組織間の連携を促進し地域活動
の活性化に努めます。

コミュニティ意識の高揚

●基本事業の内容

市民の相互理解と連帯感を深めるために、自主自立
の意識の高揚と啓発に努めるとともに、自治会などの
組織の役割を再認識しコミュニティ組織間の連帯や充
実強化を進めます。

コミュニティ活動の促進

●基本事業の内容

自治会をはじめ、各種コミュニティ組織の活動を充
実させるため、拠点となる施設の整備を進めます。

基本事業 021001

基本事業 021002

コミュニティ活動の充実施策 0210

●コミュニティ

自治会のような地縁型の共同体や、地域での共同活動、暮らしを
支える結びつきを言います。

用 語 解 説
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02
政策

………福祉・市民生活

施策をとりまく環境

近年災害は複雑多様化してきており、社会の安全性
に対する要求はさらに高まっています。このため、迅
速な消防活動や高度な救急救助体制が求められるほ
か、防火思想の普及啓発による市民との連携が求めら
れます。また、消防の広域化をはじめとする諸課題や
災害の大規模化に対しては、広域的な連携を深めてい
く必要があります。

施策の目標

消防・救急救助体制の近代化・高度化や消防施設設
備の充実強化を図るとともに、市民の防火意識の高揚
や火災予防活動の充実に努めて安心・安全なまちづく
りをめざします。

火災予防対策の推進

●基本事業の内容

自主防火管理体制の強化と義務づけられた住宅用火
災警報器設置※を促進するとともに、マスコミや防火
管理者連絡協議会などを通じて防火思想の普及啓発に
努めます。

救急救助体制の強化

●基本事業の内容

高度な救命処置と多種多様な救助活動が要求される
現在、消防職員の知識、技術の向上を図るとともに、
これらに対応することができる資機材の整備充実を図
ります。

消防体制の整備・充実

●基本事業の内容

消防の広域化に呼応して近隣市と具体的な協議を進
めるほか、消防救急無線のデジタル化※に伴う広域
化・共同化、消防指令業務の共同運用についても関係
市町と協議するなど、広域的な連携を進めて消防体制
の拡充強化に努めます。また、消防水利の充実や消防
車両の更新、資機材の整備を図るほか、災害情報を伝
達するためサイレン設備の整備を進めるなど消防力の
充実を図ります。

基本事業 021101

基本事業 021103

基本事業 021102
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安心・安全に暮らせる消防・救急体制の強化施策 0211

●住宅用火災警報器設置

消防法の改正により、新築住宅については、平成１８年６月１日に火
災警報器の設置が義務付けられています。既存住宅についても、
各市区町村の条例によって平成２３年までの間に順次義務付け
がされています。
●消防救急無線のデジタル化

消防救急無線は、これまでアナログ通信方式により運用が行わ
れていますが、平成１５年１０月の「電波法関係審査基準の一部改
正」により、アナログ周波数の使用期限が平成２８年５月末までと
なり、このため消防救急無線においてもデジタル化が必要とされ
ています。このデジタル化によって、これまで音声主体の通信か
らデータの伝送など高度な利用が可能となります。

用 語 解 説
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02
政策

………福祉・市民生活

施策をとりまく環境

交通事故は減少傾向にはあるものの依然として後を
絶たないことから、安全教育や安全運転の充実・強化、
道路・歩道の改良整備、防護柵など安全施設の整備が
求められています。また、近年の犯罪は低年齢化をは
じめ多様化・複雑化していることから、市民や関係団
体との連携を一層緊密にし解決策を見出すことが必要
です。

施策の目標

道路整備や交通安全施設の設置を進める一方、交通
安全運動や教育を通じ交通安全意識の高揚を図り、交
通事故の撲滅に努めます。
また、安心・安全なまちづくりをめざす関係機関・

団体との連携を密にし自主的な地域防犯活動を展開す
るなどして、安全で明るいまちづくりをめざします。

交通安全意識の高揚

●基本事業の内容

子どもや高齢者、障がい者に重点を置いた交通安全
教室の実施をはじめ、あらゆる機会や場所を利用して
交通安全思想の普及に努め、市民総ぐるみの交通安全
運動を進めます。

交通環境の整備

●基本事業の内容

道路・歩道の改良整備はもとより、防護柵・カーブ
ミラー、標識・照明など交通安全施設の整備を進める
とともに、交通事故多発箇所などの実態把握に努め、
関係機関と一体となった安全対策を進めます。

防犯・暴力追放対策の推進

●基本事業の内容

自治会や青少年健全育成関係機関・団体との連携に
よる「子どもの安全」対策の促進をはじめ、防犯協会
や暴力追放運動推進協議会などの組織強化や活動の促
進に努め、地域における防犯意識・暴力追放意識の高
揚を図ります。
また、夜間の犯罪防止のため、防犯灯や道路照明の

整備を進めます。

基本事業 021201

基本事業 021202

安全な暮らしの確保施策 0212

基本事業 021203
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02
政策

………福祉・市民生活

施策をとりまく環境

伊達市は、豊かな自然に恵まれていますが、有珠山
をはじめ多くの傾斜地、河川、海岸沿いや河川沿いの
低平地など自然災害の要因となるものも多く有してい
ます。このため、地域住民の安全確保と災害を未然に
防ぐ対策が必要なほか、高齢者や障がい者にも十分配
慮した防災体制づくりが求められています。

施策の目標

災害から市民の生命と財産を守り、安全で安心して
暮らせる地域社会をつくるため、災害を未然に防止す
る対策を進めるとともに、防災に対する市民意識の啓
発を進め、災害発生時に的確・迅速に対応できる体制
の整備を図ります。

防災対策と未然防止対策の促進

●基本事業の内容

伊達市地域防災計画をはじめ各種防災計画の推進に
努めるとともに、災害を未然に防ぐため、治山対策、
治水対策、海岸保全対策等を促進します。

防災体制の充実と基盤整備

●基本事業の内容

避難道路などの交通ネットワークの整備、公園など
の防災施設、避難誘導設備などの整備を進める一方、
防災情報システム※の整備に努めます。また、自治会
等を核とした自主防災組織の結成を促進するなど、地
域防災力の充実を図ります。

基本事業 021301

基本事業 021302
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防災体制の充実と地域防災力の向上施策 0213

●防災情報システム

インターネット上において、地震や風水害、火山噴火等の災害によ
り避難された方の安否情報や災害救援ボランティアの情報などを
発信・確認できる仕組みのことを指します。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

幼児期は地域や家庭などでのさまざまな体験を通し
て人間形成の基礎が培われる重要な時期ですが、都市
化や核家族化などによって地域全体で子育てを支える
環境が、つくりにくくなっています。子育て中の親が
育児について学び会う機会が少ないことや相談相手が
いないことなどから、子育てする親の孤立感や不安感
を軽減し、地域や社会全体で子育てを支援する取組が
求められています。

施策の目標

生きる力の基礎を育成する幼稚園教育の充実を図る
とともに、家庭や地域社会での教育の重要性について
見つめ直し、考える機会や体験活動の提供など、社会
全体で子どもを育てる環境づくりを進めます。

幼稚園教育の充実

●基本事業の内容

幼稚園教育においては、生きる力の基礎を育成し、
小学校への一貫した流れができるよう取り組みます。
また、遊びを中心とした生活を通して、一人ひとりが
幼児期にふさわしい生活を十分に体験でき、物事に進
んで取り組む意欲と自信を身に付けることができる取
組を進めます。

社会全体で子どもを育てる体制づくりの推進

●基本事業の内容

家庭、幼稚園、地域社会が一体となって子どもを育
てるため、関係機関と連携し、あらゆる機会を通じて
地域住民等への意識啓発に努めます。
また、社会全体で子どもを支えていくための教育機
能の充実を図るとともに、心身の健康に関する相談・
アドバイスができる体制づくりを進めます。

基本事業 030101

基本事業 030102

豊かな心を育む幼児教育の推進施策 0301
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

小・中学校での教育は、子どもたちの健やかな成
長・発達のために、知育・徳育・体育をバランスよく
培う責任を担っています。子どもの学ぶ意欲の低下、
生活習慣の乱れ、規範意識と倫理観の低下、いじめ、
不登校などの問題に対応するため、「時代の要請に応
える人材の育成」、「社会で自立して生き生きと活躍で
きる力」、「一人ひとりがお互いに支え合いよりよい社
会を築く意欲」を育むための取組が大切です。

施策の目標

生きる知恵につながる確かな学力を育み、自立した
生き方を支える教育、豊かな人間性と感性を育む教育、
そして心身の健やかな成長を促す教育など、新しい時
代を生きるための実践的な力を育てます。
また、児童生徒が意欲的に学校生活に取り組むこと

ができるよう伊達市の教育資源を活かした特色ある学
校づくりや地域が学校を支援する体制づくりを進めま
す。

確かな学力の向上をめざす教育の推進

●基本事業の内容

学ぶ意欲を高め、望ましい学習習慣を身に付けさせ、
自ら学び自ら考え行動する力などの確かな学力の向上
に努めます。
また、人との関係づくりの基本となるコミュニケー

ション能力の向上など、新しい時代を生き抜くための
実践的な力を育成します。

豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

●基本事業の内容

幼児期から発達段階に応じて、規範意識や公正な判
断力、人間尊重の精神、思いやりの心や美しいものに
感動する心、基本的な倫理観など、豊かな心を育成し、
生涯を通じて健康に生活することができるように、望
ましい生活習慣の確立や体力の向上を図るなど、健や
かな心身を育成します。
また、いじめや不登校等の問題行動の未然防止、早

期対応に向け支援体制の充実を図ります。

食育・健康教育の推進

●基本事業の内容

食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け
させ、健全な食生活を実践できる資質・能力の育成に
努めます。
また、自己の健康の保持増進を図るために必要な実

践力を身に付け、生涯を通じて健康で生き生きとした
生活が送ることができる健康教育を推進します。

特色ある学校づくりの推進

●基本事業の内容

伊達市の人材や自然環境などの教育資源を活かしな
がら、多様な教育活動を展開し、児童生徒が意欲的に
学校生活に取り組むことができる、特色ある学校づく
りを進めます。
また、自己評価や外部評価などの学校評価※の適切

な実施や、学校運営について保護者へ積極的に情報公
開をするなど、家庭や地域社会に信頼される学校づく
りを推進します。

s重点「教育」基本事業 030201

s重点「教育」基本事業 030202

s重点「食」基本事業 030203

s重点「教育」基本事業 030204
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生きる力を育み、自信と活力にみちた教育の実現施策 0302



47

Ⅲ
基
本
計
画

0
3
0
2
-
0
5

〜0
7

家庭や地域の教育力の向上と
学校を支援する体制づくりの推進

●基本事業の内容

家庭において子どもが基本的な生活習慣を身に付
け、心身の調和のとれた発達が図られるよう家庭の教
育力の向上に努めるとともに、子どもたちが異世代間
の交流などさまざまな体験活動に主体的に取り組むこ
とができる活動拠点づくりを通じて地域の教育力の向
上に努めます。
また、地域が学校を支援する学校支援ボランティア

などの組織づくりを進め、学校、家庭、地域が一体と
なって子どもたちを育てる体制づくりを推進します。

学校施設・設備の充実

●基本事業の内容

児童生徒の安全・安心な学習環境の整備を図るた
め、老朽化している校舎や屋内運動場等の耐震化や防
災機能の充実などの計画的な整備を進めます。
また、コンピュータなどの教育機器の整備に努める
とともに、学校事務の改善のための機器や学校周辺の
環境整備などの充実も図ります。

学校適正配置の推進

●基本事業の内容

少子化に伴い児童生徒の数が減少し、学校の小規模
化が進みさまざまな課題が生じていることから適正配
置を進め、児童生徒のより良い教育環境づくりに努め
ます。

s重点「教育」基本事業 030205

基本事業 030206

基本事業 030207

［P46］
●学校評価

学校自らが教育活動や学校運営などについて、めざすべき目標を設
定し、達成状況を検証することにより、改善に結びつける取組です。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

高等学校は、少子化による生徒数の減少により、今
後、学校相互の競争がより一層激化することが予想さ
れています。また、生徒の能力、関心、進路希望等の
多様化などにより特色ある学校づくりが求められてい
ます。
胆振西学区や伊達市内の高等学校でも、時代の変化

に応じた人材の育成や特色ある研究開発とともに地域
が抱えるさまざまな課題への対応や、知的集積を活用
した地域社会への貢献など、その機能を十分に発揮で
きるよう北海道や関係機関との連携を図ることが必要
です。

施策の目標

子どもたちが高等学校教育を受ける機会を確保し、
魅力ある学校づくりを進めるため、特色ある学科・コ
ース等の導入など、新しい学校づくりに取り組みます。
また、時代の変化に対応した人材の確保や、教育施
設・設備などの整備を促進する一方、生徒たちの進路
希望等の多様化に伴い、生徒の能力、適性、興味、関
心などに適切に対応した教育内容の充実を促進しま
す。

教育機会の充実

●基本事業の内容

子どもたちが高等学校教育を受ける機会の確保を図
るよう努めます。
また、幅広い選択肢と柔軟な教育システムを備えた

魅力ある学校づくりを進めるため、特色ある学科・コ
ース等の導入など、新しいタイプの学校への取組を進
めます。

教育環境の整備

●基本事業の内容

少子化、国際化、情報化など時代の変化に対応した
人材の確保や、教育施設・設備の整備を進めるととも
に生徒の進路希望などの多様化に伴い、生徒の能力、
適性、興味、関心などに適切に対応した教育内容の充
実を促進します。

基本事業 030301
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社会の変化に応じた高等学校教育の促進施策 0303

基本事業 030302



非行防止指導体制の充実

●基本事業の内容

関係機関と連携した街頭指導の強化や有害環境の調
査、不審者への対応、市民への啓発活動などを実施す
るとともに、相談窓口の設置などにより健全な青少年
育成のための環境整備と指導を行います。
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基本事業 030403

●インターネット

複数のコンピュータをネットワークとして相互に接続し構築した世界
規模の巨大なネットワークのことを言います。
●シニアリーダー

青年活動の活性化のために必要な知識・技術を習得させ、より実
践力のある資質の高いリーダーで、概ね高校生以上の青年を指し
ます。

用 語 解 説

03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

急激な少子高齢社会やインターネット※、携帯電話
による情報化の進展など社会構造が急激に変化してい
ます。凶悪犯罪が後を絶たない中、社会性、自立性、
創造性に欠ける青少年が増加する傾向にあります。ま
た、家族や地域とのふれあいが減少し、いじめや不登
校など悩みを抱える青少年も増加しており、ふるさと
意識の低下が懸念されています。
ふるさと意識を育て、悩みを抱える青少年に対して

の適切な助言や援助など未来の社会を担う健全な青少
年を育むための取組が必要です。

施策の目標

青少年が地域社会の一員として自覚と連帯感を育
み、社会的な役割や責任を自覚できるよう、家庭・学
校・地域が一体となった青少年の安全確保と健全育成
のための組織づくりを促進し、心身共に健全な青少年
の育成を推進します。

心を育む体験活動の推進

●基本事業の内容

青少年の豊かな心を育むためには、地域社会での安
全が確保され、さまざまな体験を通して多くの人とふ
れあうことが大切です。このために地域の特性を活か
した体験活動や、異年齢、世代間が交流できる活動の
充実を図ります。

青少年団体活動の推進

●基本事業の内容

青少年の団体活動を支援し地域の活性化を図るとと
もに、地域子ども会リーダー、姉妹・歴史友好都市シ
ニアリーダー※の研修・交流などにより、青少年団体
の活性化に向けたリーダー養成に努めます。

基本事業 030401

基本事業 030402

青少年のふるさと意識を育て、社会に参画できる環境づくりの推進施策 0304
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

少子高齢化、国際化、高度情報化の進展など社会環
境が急激に変革する中、豊かで活力あるまちづくりを
進めるには、市民が地域の良さや自分の可能性に気付
き、生きがいやゆとりを持って「確かな自分づくり・
地域づくり」を行うことが必要です。
このために、学習機会の充実や活動体制づくり、団

体活動の活性化などさまざまな施策を行うことが重要
です。

施策の目標

団体活動を支援し、市民の地域づくりへの積極的な
参加を推進するとともに、学習の機会の拡充、社会的
役割を発揮する場の提供などにより、市民の生きがい
を高めます。

生涯にわたる充実した学習機会の提供

●基本事業の内容

学習意欲を喚起する各種講座を開設し、市民の参加
機会を促進します。
市民と行政が協働して地域課題を学習する機会を設

けるとともに、自らが企画し、広く市民に学習の場を
提供する団体等への支援を行い地域の力を高めます。
市職員が学習会の講師を努める宅配講座により、市
民と行政の対話を進めます。

高齢者が健やかで豊かに学ぶ機会を創出

●基本事業の内容

高齢者が生きがいを持ち、健康で充実した生活を送
ることを目標として、時代の変化に対応した多様な学
習機会を提供するとともに、高齢者が豊かな経験や能
力を生かして積極的に社会に参加できる体制づくりに
努めます。

きめ細かな家庭教育の支援

●基本事業の内容

子育てのあり方や子どもたちの健全な育成など、家
庭教育の共通の問題点について家庭、学校、地域が協
働し、問題を解決するための学習機会を提供すること
で、課題解決の実践的な活動へと発展させます。

基本事業 030501

s重点「生きがい」基本事業 030502

主体的な地域活動を推進するためのひとづくり・地域づくり施策 0305

s重点「教育」基本事業 030503
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

少子高齢社会の進展、家族形態や雇用形態の多様化
など社会経済情勢の変化の中で、男女共同参画に関す
る法が整備され、人々の意識は少しずつ変化してきま
した。
しかし現実には、意識や社会習慣の中に女性に対す

る差別や暴力、男女の役割に対する固定観念が多く残
っていることから男女共同参画社会※の実現に向けた
継続的な取組が必要です。

施策の目標

男性も女性も社会のあらゆる分野で、それぞれの個
性と能力を発揮し、認め合い、共に責任を分かち合い、
仕事、家庭、地域社会のバランスのとれた豊かで安心
できる男女共同参画社会をめざします。

男女共同参画の推進

●基本事業の内容

家庭や地域社会、学校、企業への男女共同参画の意
識啓発や情報提供を行うとともに、女性の仕事や社会
活動、子育てなどへの支援体制を整えます。また女性
に対する暴力の根絶を図り、相談体制の充実と人材の
育成と活動への支援を行います。

男性も女性も心豊かに暮らせる社会づくり

●基本事業の内容

「三市合同女性国内派遣研修事業」を継続し、女性
のリーダーづくりや団体活動の活性化を図るととも
に、「男女共同参画社会づくり推進事業」として講演
会や各種情報の提供をし、市民意識の啓発を図ります。

基本事業 030601

基本事業 030602

男女共同参画社会の推進施策 0306

●男女共同参画社会

男女が互いの人権を尊重しながら責任も分かち合い、その個性と
能力を十分に発揮でき、自分らしくいきいきと暮らすことができる社
会を指します。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

現代はさまざまな情報が容易に入手でき市民の文
化・芸術活動は多様化するとともに、質の高い生活文
化や芸術文化へのニーズが高まっています。このニー
ズに応えるため、市民が自主的な文化活動を通して個
性や創造性を養う機会と体制づくりに努める一方、伊
達市の特色ある歴史・郷土文化の発展と継続に努め、
未来へと継承していく必要があります。

施策の目標

文化施設や活動環境の整備を進め、優れた芸術文化
の鑑賞機会の拡充に努めるとともに、地域の文化は市
民自らが育てるという観点から、市民の文化活動への
参加と参加意欲の向上を図り、地域文化の創造と文化
活動を担う人材の育成を進めます。

芸術・文化活動の充実

●基本事業の内容

演劇・音楽の舞台鑑賞、絵画・書道等の展示を通じ、
市民に質の高い芸術文化に触れる機会を提供します。
小中学生の豊かな感性や、個性を育み芸術文化を理

解する心を養うため、北海道巡回小劇場の実施などに
よりさまざまな芸術の鑑賞を行います。

市民による創造型文化活動の推進

●基本事業の内容

さまざまな事業や催しに市民自らが企画・運営する
機会を設けるとともに、総合文化祭など発表の場を提
供することで、自主的な文化活動への参加意欲を高め、
創造型の文化活動の充実と発展を図ります。

図書館機能の充実

●基本事業の内容

市民の身近な図書館として地域住民の生涯学習活動
を支援するため、各種資料・情報の収集を行うととも
に、施設の増改築を行い狭隘化の解消に努めます。ま
た、図書館ボランティア、学校、地域との連携を深め
ながら読書普及活動の促進を図るとともに、重点図書
の整備とレファレンス※の充実により、効果的な情報
提供を行い、市民サービスの向上に努めます。

基本事業 030701

基本事業 030702

個性あふれ、潤いのある地域文化の創造施策 0307

基本事業 030703

●レファレンス

図書館利用者が知りたい資料や情報を、図書・雑誌・新聞・電子
情報などから探すための案内をして、資料提供や情報提示により調
べもののお手伝いをすることを指します。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

平成18年、世界で通用する芸術家の育成を目標に掲
げる「だて噴火湾アートビレッジ構想」が策定されま
した。
本構想の理念の浸透・定着化を図ることが必要であ

り、また計画的な事業運営と、活動拠点である噴火湾
文化研究所の施設整備が求められています。

施策の目標

日本や世界で活躍する方々を講師として招き指導し
てもらうことにより、才能ある小・中学生のレベルア
ップを支援し、国内外で活躍する人材を育成するとと
もに、質の高い芸術作品等に触れる機会を提供します。

専門家の育成

●基本事業の内容

市内外に幅広く呼びかけて人材を掘り起こし、国内
外で活躍する美術や音楽部門の指導者による「絵画教
室」や「音楽マスタークラス」を継続し、専門家の育
成を行います。併せて、芸術文化に対する造詣を育む
ため、美術展や文化講演会などを開催します。

受託美術品等の保管と有効活用

●基本事業の内容

伊達ゆかりの作家をはじめとする美術品等の市外流
出を防ぐため、寄贈や寄託制度についての理解を促す
とともに、受託品等の保管環境の整備、有効活用を進
めます。

基本事業 030801

基本事業 030802

芸術・文化の人材育成と環境整備施策 0308
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

伊達市は、北黄金貝塚などの縄文遺跡が多数存在し、
これらの先史文化を基盤としたアイヌ民族の歴史と、
明治初期の仙台藩亘理伊達家による集団移住の歴史を
併せ持つまちです。また、旧三戸部家住宅・有珠モシ
リ遺跡出土品・蝦夷三官寺有珠善光寺関係資料といっ
た重要文化財を有するなど、文化遺産に恵まれていま
す。

施策の目標

恵まれた文化遺産を積極的に活用し、郷土の歴史と
文化に誇りを持てる地域づくりをめざします。また、
文化活動や博物館活動を通して、より魅力的な生きが
いづくりに努めます。

文化財の展示保管環境の整備

●基本事業の内容

文化財の適切な保存と活用を図るため、広く市民の
意見を取り入れながら計画を取りまとめ、文化財の展
示保管環境の整備を進めます。

文化財の保存と積極的活用

●基本事業の内容

有形・無形文化財の調査・保存に努め、その積極的
な活用を図ります。
このため、展覧会や体験学習事業を開催するほか、

市民が行う文化財を活かしたイベントを支援します。

指定文化財の保護対策と指定化の推進

●基本事業の内容

国・道・市指定の史跡、重要文化財、記念物などを
保護するため、計画的な維持管理と補修に努めるとと
もに、国史跡の保存管理計画を策定します。
また、文化財の指定化を推進し、その保存・整備を

図ります。

広域的な考古博物館の誘致活動の推進

●基本事業の内容

噴火湾沿岸地域は日本有数の貝塚地帯であり、縄文
遺跡群の世界文化遺産※登録をめざしています。特に、
伊達市には北海道の貝塚遺跡の約1/4が存在すること
から、市町を超えた展示物の収集と研究を行い、縄文
からアイヌにいたる地域の基層文化※の情報発信を可
能にする道立あるいは国立の考古博物館の誘致活動を
進めます。

基本事業 030901

基本事業 030902

歴史・文化を活かしたまちづくり施策 0309

基本事業 030903

基本事業 030904

●世界文化遺産

世界遺産条約に基づいて、世界遺産リストに登録された遺跡や景
観そして自然などが世界遺産であり、文化遺産、自然遺産、複合
遺産の３種類の有形の不動産が対象となっています。このうち文
化遺産は、顕著な普遍的価値を有する記念物、建造物群、遺跡、
文化的景観などが対象となります。
●基層文化

民族の創造、継承してきた生活に密着した文化で、民族の特質を
最もよく表す文化を言います。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

心身共に健康で充実した生活を営むためには、豊か
なスポーツライフを送ることが大切であり、「誰もが、
いつでも、どこでも」スポーツに親しむことができる
生涯スポーツ社会の実現を図ることが必要です。
健康や体力づくりに対する関心の高まりに伴い、ス

ポーツに対するニーズも多様化していることから、市
民がそれぞれの生活にふさわしいスポーツの習慣が形
成されるよう、スポーツに親しむ意識の啓発や環境の
整備が求められています。

施策の目標

年齢や身体能力に応じた健康づくりの推進に努める
とともに、生涯にわたってスポーツに親しみ、健康で
生き生きとした生活を送ることができる環境整備を進
めます。

身近で気軽にスポーツを
楽しむことのできる場や機会の提供

●基本事業の内容

子どもからお年寄りまでがスポーツに親しむ意識を
啓発し、スポーツを楽しむ機会の充実を図るため、総
合型地域スポーツクラブ※の設立を促進します。
また、誰もが気軽に参加できるニュースポーツ※や、

大滝区の自然を生かしたノルディックウオーキング※

やクロスカントリースキー※の普及・奨励に努めると
ともに、マナーや事故防止などの知識の普及・啓発に
努めます。

スポーツ環境の整備・充実

●基本事業の内容

総合型地域スポーツクラブの運営・指導を行うクラ
ブリーダーや、ニュースポーツ、アウトドアスポーツ
などの指導者養成を進めるとともに、スポーツリーダ
ーバンク※の充実や、スポーツ大会の開催などの情報
提供に努めます。

スポーツ施設の整備・充実

●基本事業の内容

市民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点とな
る総合体育館及び屋内プールの建設を進めるととも
に、既存のスポーツ施設の整備と効果的・効率的な活
用を図り、健康・体力づくりを増進する環境整備を進
めます。

s重点「生きがい」基本事業 031001

スポーツ・レクリエーション活動の振興施策 0310

基本事業 031002

基本事業 031003

●総合型地域スポーツクラブ

地域住民による自主的な運営、多くの人々が参加できる種目、技
術レベルの多様性、有資格指導者による質の高い指導が特徴で、
公共体育施設や学校開放施設などを拠点に運営される地域に根
ざした総合的なスポーツクラブを指します。
●ニュースポーツ

スポーツの原点である「楽しさの追求」を第一に考案、改良された、
誰もが、いつでも、どこでも手軽にできるスポーツの総称です。
●ノルディックウオーキング

フィンランドのクロスカントリースキーチームが夏場のトレーニングと
して行うストックを使った歩く運動のこと。腕や肩も含めた体全体を
使うため全身運動となり、酸素摂取量も増加するため、トレーニン
グ効果が大きく、簡単で安全なスポーツです。
●クロスカントリースキー

雪の積もった野山をスキーで駆けるウィンタースポーツ。細く長く軽
い板で踵が固定されていないことから、個人でゆっくり散歩のように
楽しんだり、軽快に雪の野原で活動することができます。
●スポーツリーダーバンク

スポーツ・レクリエーション活動の普及，発展を図るため、有能なス
ポーツ活動指導者の登録を行い地域等の要請に応じて指導者を
紹介するスポーツの人材バンクです。

用 語 解 説
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03
政策

………教育・生涯学習

施策をとりまく環境

世界経済のグローバル化や国の施策によって北海道
を訪れる外国人は年々増え続けており、伊達市におい
ても国際的な交流は観光、研修などを通じ多面的な広
がりを見せています。
また、ふるさと姉妹都市、歴史友好都市※、さらに

は経済効果や移住をねらいとした地域間の交流も積極
的に展開されています。
これらの交流は、市民が異なる文化や習慣にふれ、

また、相互理解を醸成する貴重な機会であるとともに、
地域経済に与える影響も大きいことから、拡充をめざ
し地域の活性化につなげていく必要があります。

施策の目標

市民の豊かな国際性、創造性を育むとともに、地域
経済の活性化を図るために、国際交流や姉妹都市、経
済交流都市、さらには、伊達市に魅力を感じて訪れる
移住希望者などとの幅広い交流を進めます。

姉妹都市交流の推進

●基本事業の内容

姉妹都市や歴史友好都市との幅広い交流を進めるた
め、伊達藩「ふるさと従兄弟」サミットやスポーツ大
会などを開催し、経済交流都市も含めた市民レベルで
の多様な交流を促進します。

国際交流の推進

●基本事業の内容

市民の国際感覚を高め、外国の人々との相互理解を
図るために、市民団体による自主的な国際交流活動を
支援します。
特に、アジアの隣国である中国については「日中友好
協会」の設立や企業による中国人研修生の受け入れに伴

い、行政や民間、市民レベルでの交流を深めていきます。

国際感覚を持った人材の育成

●基本事業の内容

国際社会において主体的に行動できる資質・能力を
育成するため、異なる文化や生活習慣を持つ人々ととも
に協調して生きていく態度を培うとともに、英語等の外
国語によるコミュニケーション能力の育成に努めます。

人の誘致の推進

●基本事業の内容

移住希望者を対象としたお試し暮らしや季節移住な
どを展開し、移住・定住の促進やロングスティによる
人の誘致を進めるとともに、まちづくりへの参加を促
し、非日常的な生活体験を提供しながら地域との交流
や経済の活性化を図ります。

心の伊達市民

●基本事業の内容

伊達市を応援してくれる市外の方を「心の伊達市民」
として登録し、名刺を提供して機会あるごとに伊達市
を宣伝していただき、伊達市のＰＲを図ります。また
「心の伊達市民」へは会報などを通じた近況のお知ら
せ、心の伊達市民税（会費）に応じた特産品を送付す
るなど、伊達市のＰＲと地域活性化を図ります。

基本事業 031101

心ふれあう国際・地域間交流の推進施策 0311

基本事業 031102

基本事業 031103

基本事業 031104

●歴史友好都市

明治のはじめ、現在の宮城県亘理町・山元町、福島県新地町から
仙台藩亘理伊達家主従が有珠郡に集団移住して開拓した経緯
から、これら３町とはそれぞれ「ふるさと姉妹都市」の縁組みされ
ましたが、移住に同行入植した柴田家主従の故郷宮城県柴田町
とは「歴史友好都市」として縁組みされたものです。

用 語 解 説

基本事業 031105
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施策をとりまく環境

恵まれた自然環境と街の中心に各種機能の集まった
「コンパクトなまちづくり」を基本として、自然環境
と都市環境との調和を図りながら都市の持続・発展を
図ることが必要です。
また、緑地や水辺の確保など、自然とのふれあいの

中でやすらぎを得る場が求められ、安全性や快適性な
どを備えた土地利用を図ることが重要となっていま
す。
より良い住環境を次の世代に引き継ぎ、伊達のまち

を持続・発展させるためにも総合的・計画的な土地利
用を行う必要があります。

施策の目標

自然環境と都市環境の調和、健康で快適な市民生活
の確保と活力ある産業振興をめざして、総合的・計画
的な土地利用を進めます。
また、市街化区域の用途、農用地、公園、緑地等の

適正な配置や地域の特性を生かした土地利用を図り、
市民生活に潤いを与える景観に配慮したまち並み形成
を進めます。

総合的土地利用の推進

●基本事業の内容

健康で文化的な生活環境や自然環境に配慮し、総合
的・計画的な土地利用を進めるとともに、適正な開発
指導に努めます。また未利用地の住宅地等への転換を
促し、土地の有効利用を促進します。

都市地域の適正配置

●基本事業の内容

自然環境の保全や農業地域との調和に配慮し、土地
利用の状況、人口動態、交通体系など、土地利用計画
との整合を図りながら道路や下水道などの整備を進
め、環境に優しく暮らしやすい「コンパクトなまちづ
くり」を進めます。

基本事業 040101

土地の有効利用施策 0401

基本事業 040102
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施策をとりまく環境

道路は、人や車の通行のほかにもさまざまな機能を
有しており、車社会の急速な発達による経済・生活圏
の拡大に伴い、生活環境に配慮した計画的な整備が求
められています。
安心・安全で快適な機能の確保や適切な維持管理、

冬期交通の安全確保のほか、道路交通に対する市民ニ
ーズの多様化に的確に対応するため、交通利用者や高
齢者、障がい者の視点に立った交通バリアフリー※の
推進が求められています。

施策の目標

地域間交通のための国道、道道、都市活動の向上を
図る都市計画道路、地域機能の向上を図る市道の整備
を進め、計画的・効率的な維持管理に努めるとともに、
道路橋を安全な状態で利用するため予防保全による計
画的な管理を進めます。
また、冬期間の交通安全確保のため、除排雪体制の
強化や道路状況に応じた対策を行うとともに交通利用
者や高齢者、障がい者の視点に立った道路の段差解消
などのバリアフリー化や道路景観・環境に配慮した緑
化空間を整備します。

広域道路の整備

●基本事業の内容

北海道縦貫自動車道をはじめ、国道、道道などの広
域道路は、地域間を連絡し、産業・経済の物流産業の
基盤として、利便性の高い道路網の整備が必要です。
このため、自動車専用道路の未整備区間の早期実現
や適切な交通量に適応した車線の確保、有珠山噴火時
に対応できる新たな道路網の確立、市道から道道への
昇格など、広域的道路網の充実に努めます。

都市内幹線道路の整備

●基本事業の内容

市内交通網の骨格である都市計画道路は、さまざま
な都市の活動を支える重要な施設です。市内の円滑な
交通を維持するため未整備路線の早期着手に努めると
ともに、都市防災上の安全確保、緑化空間による都市
景観の創出など、都市内幹線道路の整備を進めます。

生活道路の整備

●基本事業の内容

日常生活を支え、地域住民の利便性の向上を図るた
め、未舗装道路や側溝の整備を進めます。また道路の
ひび割れ、陥没などの防止のための修繕や街路樹の維
持管理に努めるとともに、地域住民との協働による道
路清掃など道路環境保全活動を進めます。

道路橋の安全性・信頼性の確保

●基本事業の内容

市道の管理延長は約549kmあり、その道路には210
の橋が架かっています。今後、老朽化する橋梁の増大
に対応するため、これまでの事後的な修繕及び架け替
えから計画的な整備を図り、道路網の安全性・信頼性
を確保するため橋梁の点検を実施し、この点検に基づ
く修繕・架け替えなど橋梁の長寿命化修繕計画を進め
ます。

基本事業 040201

基本事業 040202

基本事業 040203

基本事業 040204

道路網の充実施策 0402

●交通バリアフリー

高齢者や身体障がい者等が歩きやすい道の実現に向け、歩道の
段差解消や視覚障がい者誘導用ブロックの連続性の確保を図
るものです。

用 語 解 説
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冬期間交通の安全確保

●基本事業の内容

冬期間交通の円滑化と安全確保のため、道路事情を
踏まえた除排雪体制の強化など交通環境の整備を図り
ます。このため計画的な除雪車両の充実や車両の機能
アップ、速やかな凍結防止剤散布など、安心・安全な
冬期間交通網の充実に努めます。
また、国道、道道の除雪体制については計画的かつ
迅速な対応を関係機関に要請します。

歩道のバリアフリー化の推進

●基本事業の内容

道路整備にあたっては、高齢者や障がい者など、総
合的なバリアフリー化を念頭におき、利用者の視点に
たった対応はもとより、歩道として果たす役割を十分
考慮し、安全な移動ができるよう地域の実情に適応し
た段差や勾配の解消、誘導用ブロックなどバリアフリ
ー化に十分配慮し、安全な歩道空間の創出を進めます。

基本事業 040205

基本事業 040206
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施策をとりまく環境

車社会の急速な発達により、自家用車の保有台数が
増える一方で、公共交通機関の利用者は年々減少傾向
にあります。特に路線バスは、市民の身近な移動手段
であり、大滝区と伊達地域を結ぶ唯一の公共交通機関
ですが、この運行は国・道・市による補助で支えられ
ているのが現状です。
今後、一層進展する高齢化社会を見据え、高齢者は

もとより、児童・生徒、障がい者など交通弱者の日常
の足の確保は公共性、広域性から極めて重要な役割を
担っており、誰もが利用しやすい公共交通の実現が求
められています。

施策の目標

通勤・通学者や高齢者など市民の日常生活の身近な
移動手段を確保するため、公共交通機関の利用のしや
すさと魅力の向上に努めます。

公共交通機関等の整備

●基本事業の内容

利用者のニーズに合った公共交通サービスを実現す
るために、利用者及び交通事業者等と連携しながら市
内循環バスや乗り合いタクシーのサービス内容のさら
なる改善策と、タウンモビリティ※実現に向けた検討
を進めます。
また、高齢者や障がい者などが利用しやすいよう、

低床バス※の導入や乗降施設の改善を促進します。

ライフモビリティサービス

●基本事業の内容

高齢者を対象とした会員制乗合いタクシー（予約制）
の運行により、低額でドアtoドアの移送サービスを基
本とした高齢者の生活の足の確保を図ります。また、
商店街などとも連携し、各種サービスの拡大を図り閉
じこもり対策やコミュニケーション形成などに努めま
す。

基本事業 040301

基本事業 040302

公共交通機関等の整備施策 0403

［P60］
●タウンモビリティ

バスやライフモビリティ（会員制乗合タクシー）を利用して中心市街
地を訪れる高齢者等に、商店街などに用意した電動スクーター等
を貸し出すことによって、買い物や病院等の利用の際の「まちなか
移動」を容易にするサービスです。
●低床バス

高齢者や障がい者が利用しやすいように客室までの階段を低くし、
乗降性を高めたバスです。

用 語 解 説

［P61］
●北海道の区域指定制度

以前の既存宅地制度に替わるものとして平成１８年に北海道が指
定した区域で、伊達市では８箇所（黄金２箇所、稀府、末永２箇所、
館山、館山下、長和）が指定されました。この指定区域は全て市
街化調整区域ですが、一定の要件を満たしている土地について
開発許可や建築許可を受けて住宅や店舗などを建設することが
できます。
●優良田園住宅

農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成して
いる地域にある一戸建て住宅で、一定の基準を満たすものをいい
ます。多様な住環境の一環として、自然的環境の豊かな地域でゆ
とりある生活を営むことを求める田園住宅に対するニーズの高まり
を受け、平成10年に「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」
が施行されています。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

市内の公営住宅は道営、市営合わせて1,196戸が整
備され、老朽化の進んだ団地から順次建替を行ってい
ますが、経済停滞の長期化や少子高齢社会の急激な進
行などにより入居の需要が高く、特に民間賃貸住宅が
ない大滝区では公営住宅の果す役割は重要です。
一方、核家族化の進展や移住・定住者の増加などに

より、宅地の需要も増加しており、民間宅地開発の促
進も含め、新たな宅地の創出を図る必要があります。

施策の目標

高齢社会に対応した安全で便利な公営住宅の建設と
計画的な営繕・補修・改善を行うとともに、良質な宅
地の提供や住宅耐震化の促進に努め、安全で利便性の
高い良好な住環境の整備を進めます。

公的住宅の整備

●基本事業の内容

高齢社会に対応した安全・便利で良質な公的住宅の
提供を図ることを目的として、計画的な建替えを進め
るとともに、補修など適正な維持管理を進めます。ま
た、公営住宅の道路、公園、駐車場など関連施設の整
備を進め、良好な住環境づくりに努めます。

良好な宅地の提供

●基本事業の内容

宅地の需要に応え市民の持ち家建設を促進するた
め、市街化調整区域の地区計画や北海道の区域指定制
度※の活用、公営住宅の高層化や統合などで生じた空
地の宅地化などを進め、良好な住宅地の提供に努めま
す。

住宅・建築物耐震化の推進

●基本事業の内容

市民が安全で安心して活動できるまちづくりを進め
るために、住宅及び多数の市民が利用する施設をはじ
めとする市内建築物の耐震性の向上を図ります。

優良田園住宅※建設事業

●基本事業の内容

旧西胆振農業センター跡地を民間事業者に譲渡し、
伊達市の温暖な気候特性を活かした優良田園住宅建設
事業を推進することにより、豊かな自然に囲まれた良
好な住環境の提供を促進します。

安心ハウスの整備

●基本事業の内容

ひとり暮らしの高齢者が増える中、安心・安全に住
むことのできる生活サポート付きの賃貸マンションを
提供し、高齢者の「まちなか居住」を進め、良質な住
環境での快適な暮らしを確保します。

住宅流通の促進

●基本事業の内容

官民が協働して地域に住む高齢者の安心ハウスなど
への「住替え」を促進し、中古住宅を市場に流通させ
ることで、住宅流通の活性化と高齢者や子育て世帯の
生活の質の向上に努めます。

基本事業 040401

基本事業 040402

住宅・住環境の整備施策 0404

基本事業 040403

基本事業 040404

基本事業 040405

基本事業 040406

●北海道の区域指定制度→P60
●優良田園住宅→P60

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

伊達市の水道は、昭和35年に創設されてから二度に
わたる拡張工事を経て、平成19年度から第３次拡張事
業を展開しています。引き続き安心・安全な水の安定
供給を確保するとともに、老朽管の更新や、万一の災
害に備えた危機管理対策の整備・強化が必要となって
います。また、少子高齢化や大口需要者の節水等によ
り給水量及び給水収益の減少が予想されることから、
経営の一層の効率化・健全化が必要となっています。

施策の目標

給水区域内の未整備地区の解消を図り、水道普及率
の向上を図るとともに、老朽化の進んだ水道施設の機
能拡充を進め、引き続き安全な水を安定的に供給しま
す。また、民間的経営手法の有効活用により効率的な
事業運営と市民サービスの向上を図るとともに、簡易
水道事業と上水道事業の統合に向けた検討を進めま
す。

配水管整備事業

●基本事業の内容

水道法に定める基準値を超える飲用井戸世帯や生活
用水の確保が困難な地区への計画的な整備を促進する
とともに、配水池からの自然流下では給水できない高
台地区にポンプ所を建設するなど、水道普及率の向上
を図ります。

老朽管更新事業

●基本事業の内容

漏水の原因となっている老朽化した塩化ビニール管
などの更新事業を計画的に進めるとともに、道路整備
等の公共事業に合わせて配水管の移設・更新及び給水
管の統合などを進め、安定給水の確保を図ります。

災害に強い施設の整備事業

●基本事業の内容

万一の災害に備え、浄水場を含めた水道施設、配水
池の拡充、バイパス管の整備、流量計の設置、各水系
の連絡管等を整備促進し、機器の改修や更新、沈殿池
の上屋を建設し浄水機能を高めます。

効率的な水道事業の運営

●基本事業の内容

民間的経営手法の有効活用により、効率的な水道事業
の運営と市民サービスの向上を図り、経営の健全化に努
めます。また、合併協定書に基づき平成23年度から27年
度までの間に、段階的な調整によって水道料金の一元化
を図るとともに、簡易水道特別会計※を公営企業会計※に
統合できる条件整理を行い統合時期の検討を進めます。基本事業 040501

基本事業 040502

基本事業 040503

基本事業 040504

安定給水の確保と効率的な事業運営施策 0405

［参考データ］

名称

創設

第1次拡張

第2次拡張

第3次拡張

認可
年月日

S35.12.20

S49.  3.30

S53.  3.30

H19.  4.27

給水開始
年月

S37.12

S50.12

S54.  7

H19.  9

給水人口

15,000人

25,800人

36,300人

36,700人

計画

一日最大給水量

4,050�/日

8,644�/日

15,800�/日

15,800�/日

●簡易水道特別会計

計画給水人口（給水すべき対象として計画された居住人口）が５
千人以下である水道により水を供給する事業で、旧大滝村の水道
事業がこれにあたり、円滑な運営と経理の適正を図るため設置さ
れた特別会計です。
●公営企業会計

上水道事業や病院事業などの事業について、使用料や診療報酬
などの収益を収入として、独立して運営を行う公営企業を経理する
会計をいいます。伊達市の場合、水道事業会計がこれにあたり、
地方公営企業法を適用し、民間企業と似た経理を行っています。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

水環境の保全と公衆衛生の確保のために生活排水対
策の必要性と緊急性は重要な課題となっています。伊
達市の汚水処理人口普及率は全道平均を大きく下回っ
ていることから、計画的に公共下水道の整備を進める
とともに、地理的条件などから下水道の整備が見込ま
れない区域及び下水道整備に相当の期間を要する区域
に対しては、合併処理浄化槽※の普及促進を図り、快
適な生活環境を保全することが求められています。

施策の目標

市全域において生活排水を適切に処理することによ
り、河川や海などの水質を保全し、快適な生活環境を
守るため、生活排水処理に関する事業に取り組み、美
しく快適な居住環境を創出します。

公共下水道の整備

●基本事業の内容

家庭や事業所の汚水を適切に排除して快適な生活環
境を確保するとともに、河川等の水質保全のため、公
共下水道処理区域を拡大し、未整備地区の整備を促進
します。さらに、供用開始区域おける水洗化の促進や
施設管理・運営の効率化を図り、健全な下水道経営を
進めていきます。また、浸水被害を防止し、快適で安
全な住環境づくりを図るため、雨水排水施設の整備を
行います。

合併処理浄化槽の設置促進

●基本事業の内容

生活環境の改善と公衆衛生の向上のため、生活排水
による川や海の水質汚濁を防止します。下水道の整備
が見込まれない区域や下水道整備に相当の期間を要す
る地域については、合併処理浄化槽の設置と既存の単
独処理浄化槽※や汲取り式のトイレから合併処理浄化
槽への整備を促進するとともに、合併処理浄化槽の適
正な維持管理を促進します。

基本事業 040601

適切な生活排水処理の推進施策 0406

基本事業 040602

［参考データ］

汚水処理人口普及率

汚水処理人口普及率：行政区域内人口に対する汚水処理人口
（下水処理人口＋合併処理浄化槽人口）の割合

普及率

平成15年度

78.6％

平成16年度

78.9％

平成17年度

80.0％

平成18年度

79.8％

平成19年度

81.1％

備考

道平均92.6
（H19年度）

●合併処理浄化槽

家庭及び事業所等のし尿及び生活雑排水（台所排水、洗たく排
水、風呂の排水など）を合わせて処理出来る浄化槽をいいます。
微生物の働きなどを利用し、汚水を浄化してから放流するため、環
境にやさしい施設であり、平成１３年からは浄化槽法により、浄化槽
を設置する際の合併処理浄化槽が義務づけられています。
●単独処理浄化槽

家庭及び事業所等のし尿のみを処理する浄化槽をいいます。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

市内の109本の中小河川は治水のほか、飲料水や農
業用水として利用され市民生活に潤いを与える一方、
過去には集中豪雨等による洪水被害が繰り返されてき
ました。近年は宅地化が進むことで雨水が浸透せずに
河川へ流出する量が増しており、安全を確保するため
の河川環境整備や低地での浸水対策が求められていま
す。
また、海岸線では頻繁に発生する高波や高潮による

浸食が大きな問題となっています。水害から市民の生
命と財産を守るため、潤いと憩いのある河川環境の整
備と海岸の保全を進めていく必要があります。

施策の目標

洪水防止のための河川環境整備と洪水時の情報提供
を進める一方、河川の親水機能を考慮し、良好な河川
環境の保全を図ります。
海岸保全に必要な浸食防止施設の整備を進めます。

治水対策の推進

●基本事業の内容

２級河川気門別川やチマイベツ川、カバユサンナイ
川の改修事業の早期整備を促進するとともに、シャミ
チセ川未整備区間の早期着手についても促進します。
また、低地での浸水被害防止のため、河川や雨水路

の整備を進めます。

水辺空間と親水性の確保

●基本事業の内容

河川改修との整合性を図りながら、憩いと潤いのあ
る水辺空間をとおして市民生活を快適なものにするた
めに、親水性の確保や河川空間の景観向上、生態系の
保全、水質確保などに配慮した河川整備を進めます。

河川環境の保全

●基本事業の内容

河川は、豊かな自然が存し、人に潤いとやすらぎを
与える空間となっているため、河畔林の維持や河川緑
地の増進を図る緑化等、良好な河川環境の保全整備に
努めるとともに、河川美化への意識の啓発やゴミ投棄
の防止などの市民運動を進めます。

海岸保全対策の推進

●基本事業の内容

高波や高潮、越波などの被害から市民の生命や財産
を守り、海岸線を保持するための浸食防止対策を図る
事が重要となっています。このため、浸食防止のため
の離岸堤や高波、高潮対策の護岸など海岸保全施設の
整備を促進します。

基本事業 040701

基本事業 040702

治水・海岸保全対策の推進施策 0407

基本事業 040703

基本事業 040704
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施策をとりまく環境

伊達市には豊富な農地や森林などの生産緑地があり
ますが、市街地の公園緑地などは十分とはいえず、気
軽に歩いていける範囲でネットワ－ク化された身近な
公園緑地の配置や整備が求められています。
このことから、「緑の基本計画※」に基づき、歴史や

地域性を活かした市街地の緑地の保全・創出と緑化の
推進を図る必要があります。

施策の目標

良好な生活環境を形成するため、「緑の基本計画」
に基づき、市民のレクリエ－ションニ－ズの多様化、
高度化に対応した公園緑地の適正な配置及び管理運営
に努めます。また、必要な緑と都市空間を確保するた
め、市民・企業・行政が一体となって「ふるさとの緑
づくり」や緑のネットワークづくりを進めます。

都市公園の整備

●基本事業の内容

市民のスポーツやレクリエーション活動の拠点とな
るスポーツ施設を配置した公園を整備するとともに総
合公園だて歴史の杜内の施設の充実に努めます。
また、高齢社会に対応できる公園の整備や、市内各

所の開発行為による小面積の公園予定地を活用して小
公園の整備を進めます。

緑豊かな環境整備

●基本事業の内容

伊達市環境基本条例を遵守して美しい景観を守り続
けるとともに既存の公園緑地を適正に維持管理して緑
の拠点や水辺の環境、緑のまち並み整備を進めます。
市民みんなで緑を育て、学び広げ、緑の文化を先導

するモデル地区を設定するなどし、重点的に緑化を推

進します。

基本事業 040801

s重点「環境」基本事業 040802

公園・緑地の整備施策 0408

●緑の基本計画

伊達市緑の基本計画。緑を市民共有の財産として守り、創り、育
て、次代に継承していくため、平成３５年次を目標年次とし、市民、
事業者、行政が一体となってふるさとの緑づくりを推進する計画
を指します。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

人類による地球環境破壊は、現在重大な問題となっ
ており、とりわけ地球温暖化※現象は、大規模な干ば
つや集中豪雨などの異常気象を誘引する深刻な事態に
発展しています。地球温暖化の最も大きな要因は、化
石燃料などの燃焼等による二酸化炭素の排出といわ
れ、この排出量削減への取組が地域においても求めら
れています。

施策の目標

地域の二酸化炭素排出量を抑制するため、ライフス
タイルの見直しによる再生可能エネルギーの活用と省
エネルギー対策の推進を図るとともに、自然との関わ
り方を見直し、地域にあった自然環境の保全と共生の
まちづくりをめざします。

地球温暖化防止に向けた
再生可能エネルギーの活用促進

●基本事業の内容

エネルギー起源による二酸化炭素排出量を抑制する
ため、太陽や風力、温度差などの自然の力や、バイオ
マス※や廃棄物など、これまで使われずに捨てられて
いた資源を有効に使用する再生可能エネルギーの活用
促進を図ります。

省エネルギー対策の推進

●基本事業の内容

公共施設や企業におけるエネルギー消費の抑制と合
理化の推進、市民のライフスタイルの見直しによる省
エネ対策の促進を図るため、省エネやエコロジー※に
関する情報、対策推進のための提言等を積極的に発信
します。

河川環境の復元と保全

●基本事業の内容

河川が陸と海をつなぐ重要な役割を果たすことに鑑
み、その汚染状況や原因を究明するための調査を実施
し、抜本的な対策を計画的に講ずるとともに、良好な
河川環境維持のために必要な方策を講じます。

自然との共生

●基本事業の内容

現代社会における自然との関わり方を見直し、地域
の実情にあった自然環境の保全と共生についての指針
を定めるとともに、企業や市民の十分な理解と積極的
な参加を促進して、自然環境の保全とその恵みを享受
できる社会の構築をめざします。

循環型社会※の構築

●基本事業の内容

ごみの減量、分別の徹底を図るため、ごみの適正排
出、適正処理の啓発を進めるとともに、ごみの発生抑
制、再使用、再利用への意識高揚を図ることにより、
市民、事業者、行政が協働して取り組む資源循環型社
会の構築をめざします。

s重点「環境」基本事業 040901

s重点「環境」基本事業 040902

地球環境の保全施策 0409

s重点「環境」基本事業 040903

s重点「環境」基本事業 040904

s重点「環境」基本事業 040905

●バイオマス

家畜ふん尿、稲わら、食品廃棄物、林地残材等の再生可能な生
物由来の有機性資源（石炭や石油などの化石資源を除く。）を言い
ます。
●エコロジー

本来の意味は生物学の一分野としての生態学のことを指しますが、
最近は自然環境を保護し、人間の生活との共存をめざすという考
え方を指す言葉として使われます。
●地球温暖化→P23
●循環型社会→P23

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

現代社会においては、より充実したライフラインの
構築が求められると同時に、潤いや安らぎのある居住
環境を望む声が高まっています。一方、公共・公衆の
場におけるモラルやマナーの著しい低下は、地域にお
いても大きな社会問題を誘発しているため、これらの
対策が求められています。

施策の目標

衛生的で、利便性の高い居住環境整備の推進に加え、
景観や環境に配慮した整備を推進することにより、潤
いや安らぎを市民に提供していきます。また、積極的
な市民参加を促進して、地域環境美化を推進します。

衛生的な環境の整備と保全

●基本事業の内容

毒蛾やスズメ蜂などの衛生害虫の適切な駆除を推進
するとともに、浮浪犬や野犬の捕獲や掃討、ペット飼
育者のモラル向上のための啓発や対策を講じ、快適で
衛生的な居住環境の整備と保全を図ります。

地域環境美化の推進

●基本事業の内容

地域住民が日々健康で快適な生活が営めるよう、行
政と市民のより良好で強固な協働体制の確立を図りな
がらアダプトプログラム※を充実させ、地域の良好な
環境整備と美化を推進し、その維持を図ります。

衛生関連施設の充実

●基本事業の内容

墓園については、利用者の利便性に配慮し、かつ衛
生的利用を促す維持管理に努めるとともに計画的な整
備を図ります。火葬場については、的確な維持補修に
努めるとともに将来の利用に適合した整備計画を策定
します。

し尿処理の充実

●基本事業の内容

近隣町との連携を密にし、非水洗化地域の効率的な
収集体制を確立させ、処理量の減少に対応した合理的
な施設の運営を図ります。基本事業 041001

基本事業 041002

居住環境の整備施策 0410

基本事業 041003

基本事業 041004

●アダプトプログラム

アダプト（ADOPT）とは、「養子にする」の意味。一定区画の公共の
場所を養子にみたて、市民が里親になって養子の美化（清掃）を行
い、行政がこれを支援する「まち美化」のプログラムです。

用 語 解 説



68

Ⅲ
基
本
計
画

0
4
1
1
-
0
1

〜0
5

04
政策

………都市基盤・生活環境

施策をとりまく環境

インターネットをはじめとする情報通信技術の進展
はめざましく、市民生活はもとより行政情報の提供の
あり方にも大きな変化をもたらしています。このこと
から、行政サービスにおいても情報通信技術の活用に
よる効率化や利便性向上が期待されており、イントラ
ネット※を活用した豊かな市民生活の実現のための取
組が求められています。

施策の目標

情報通信技術を活用して行政事務の高度化・効率化
を積極的に推進し、市民サービスの向上を図ります。
また、情報通信の地理的制約や利用機会の格差を是

正し、活力ある地域社会の形成を図るため、情報通信
基盤整備を促進します。

情報通信基盤の整備

●基本事業の内容

全ての地域が高速または超高速・大容量化に対応し
たインターネットを利用することができるよう、情報
通信基盤の整備促進を図ります。また、各種申請・届
出のオンライン化などの電子自治体の基盤となる地域
公共ネットワークの整備充実を図ります。

電子自治体の構築と情報化の推進

●基本事業の内容

市民サービスの向上と行政事務の簡素・効率化、高
度化を図るため、既存システムの維持・充実に加え、
各種申請・届出のオンライン化や文書管理・電子決
裁、統合型地理情報システム（統合型 GIS）※の導入な
どの情報化を推進します。また、全市的な視点に立ち、
多様な分野における情報ネットワークの構築及び情報
サービスの提供充実を図ります。

情報セキュリティ対策の推進

●基本事業の内容

各種情報サービスを安全かつ円滑に利用・運用する
ため、個人情報の取扱いやコンピュータウイルスへの
対応など情報セキュリティ対策の徹底に努めます。

ICT※活用の教育・研修の推進

●基本事業の内容

パソコンやインターネットの情報通信技術などを利
用できる者と利用できない者間に生じる格差を解消す
るため、市民及び職員のＩＣＴの技能や情報活用能力
の向上に向けた取組を進めます。

ケーブルテレビ・デジタル化整備事業

●基本事業の内容

国策による地上波デジタル化※の移行により、2011
年７月24日に地上波アナログ放送※が終了するため、
ケーブルテレビアナログ放送設備等のデジタル化整備
を進めるとともに、引き続き大滝区の難視聴区域の解
消を図ります。

基本事業 041101

基本事業 041102

情報通信環境の充実施策 0411

基本事業 041103

基本事業 041104

基本事業 041105

●イントラネット→P71
●統合型地理情報システム（統合型 GIS）→P71
●ICT→P71
●地上波デジタル化→P71
●地上波アナログ放送→P71

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

今日の自治体運営には、行政への市民参加と市民と
の協働による取組が不可欠です。このことから、職員
の意識改革をはじめ、市民が政策形成過程に参加する
機会を確保するとともに、行政情報を市民と共有する
ため積極的な情報の公開・提供が求められています。

施策の目標

市民参加と行政情報の共有、さらにはタウンミーテ
ィング※等の開催を積極的に進め、市民が政策形成過
程に意見を述べる機会を確保し、市民と行政との協働
によるまちづくりを進めます。

市民参加の推進

●基本事業の内容

市民参加条例を基本に情報提供や意見の公募など政
策形成過程への市民参加をさらに進め、市民意見を採
り入れた政策・施策の展開を図るとともに、市民との
連携や役割分担による協働のまちづくりを進めます。

広報・広聴活動の充実

●基本事業の内容

市民への重要な広報手段である広報紙やホームペー
ジについては、より市民の声を反映した内容に努め、
地域メディアとも連携した情報発信を図ります。また、
タウンミーティングなどにより、市民の意見・要望を
市政に反映させるよう努めます。

地域情報センター※の整備

●基本事業の内容

真に市民が求めている情報を収集・発信するだけで
はなく、各種相談や生活支援など、地域の多様な情報
を一元化した機能を持つ情報センターの整備を促進し
ます。

行政情報の公開と個人情報の保護

●基本事業の内容

市民に対する行政の説明責任を果たすため、職員の
意識改革を図るとともに、情報の公開・提供を積極的
に推進し、開かれた市政の確立に努めます。また、個
人情報の保護については、十分な管理体制の整備に努
めます。

基本事業 050101

基本事業 050102

参加と協働のまちづくり施策 0501

基本事業 050103

基本事業 050104

●タウンミーティング

市民と一体となった市政運営を推進するために、多くの市民と市
長が「２１世紀の夢を育む新しいまちづくり」について、ひざを交え
て語り合い、対話をする集会です。
●地域情報センター

市民をはじめ道内外の方々への情報発信のほか、各種紹介、相
談、生活支援などのサービスを行う地域生活情報の総合案内拠
点です。

用 語 解 説
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施策をとりまく環境

少子高齢化、規制緩和による社会経済情勢の大きな
変化と地方分権の進展により自己決定と自己責任によ
る行財政運営が求められる今日、行政の効率的な運営
は不可欠であり、組織と財政運営の簡素化・効率化、
職員の意識改革と人材の確保、広域行政の推進など、
常に問題意識をもった不断の改革が一層重要となって
います。

施策の目標

組織機構の見直しや公共施設の効率的な管理運営、
職員の意識改革を進めるとともに、行政経費の節減合
理化、施策の重点化・効率化、さらには近隣市町との
広域連携を進めるなど行政改革を不断に進め、独自性
豊かな活力あるまちづくりをめざします。

財源の確保

●基本事業の内容

市税など自主財源の安定確保や広告料収入など新た
な財源の確保と、国、道等の補助金の確保や地方債に
ついては交付税措置のあるものの活用に努めます。ま
た、受益者負担の原則に立ち使用料等の適正な設定に
努めるとともに地方財政制度の改善を国・道へ働きか
けます。

財政運営の効率化

●基本事業の内容

財政健全化計画の目標達成に努め、財政運営の健全
化を進めます。また、国が推し進める新地方公会計制
度※の導入による財務書類の整備を図り、財政状況の
分析と公表に努めるとともに、財務会計システム※を
導入した予算編成と執行システムの確立を図ります。

行政運営の効率化

●基本事業の内容

簡素で効率的な行政運営をめざすため、組織機構や
事務事業の継続的な見直しを行うとともに、行政が担
うべき事務事業の範囲を明確にしながら、事業の民間
委託や指定管理者制度※の導入を進めるなど行政改革
を推進します。

人事管理の適正化

●基本事業の内容

定員適正化計画により定員管理を進めるとともに、
能力向上・意識改革を図るため職員研修の実施と自己
啓発に取り組むことのできる環境づくりを進めます。
また、職員採用試験の見直しと人事評価制度※の確立
により人材の確保と育成を進めます。

広域連携の推進

●基本事業の内容

近隣市町と広範な分野で連携した行政運営を進め、
行政の効率的・効果的な視点から適正な行政サービス
の向上を図ります。

基本事業 050201

基本事業 050202

効率的な行政執行施策 0502

基本事業 050203

基本事業 050204

基本事業 050205

●新地方公会計制度→P71
●財務会計システム→P71
●指定管理者制度→P71
●人事評価制度→P71

用 語 解 説
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［P70］
●新地方公会計制度

従来の現金主義・単式簿記会計に基づく財務情報に、発生主
義・複式簿記の考え方による資産や負債の残高、変動状況、コス
ト情報を加えたものです。
●財務会計システム

地方公共団体の根幹となるシステムで、予算編成、執行、決算な
どの一連の財務会計業務を管理するシステムです。
●指定管理者制度

体育館、公園などの公の施設の管理を法人その他の団体が行え
る制度で平成15年の地方自治法改正により創設されました。多様
化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、民間事業者
を含めた中から最も適したものに公の施設の管理を代行させること
によって、住民サービスの向上と経費の節減等を図るものです。
●人事評価制度

総務省の「地方公共団体における行政改革の推進のための新
たな指針（平成１7年３月２９日）」の趣旨を踏まえて取り組まれる、
能力・実績などを重視した公正かつ客観的な人事評価のシステ
ムを言います。

用 語 解 説

［P68］
●イントラネット

インターネットの技術を利用した限定された範囲の情報通信網（ネ
ットワーク）です。
●統合型地理情報システム（統合型 GIS）

庁内LAN等のネットワーク環境のもとで、地方自治体が利用する
地図データのうち、複数部局が利用するデータ（例えば道路、街区、
建物、河川など）を各部局が共有できる形（共用区間データ）として
一元的に整備し、利用していく庁内横断的なシステムです。
●ICT

読み方：アイシーティー。情報・通信に関連する技術一般の総称。
従来用いられてきたIT（Information Technology）とほぼ同様の意
味で用いられるもので、ITに替わる表現として日本でも定着しつつあ
ります。
●地上波デジタル化

従来のアナログ方式と比べて、より高品質な映像と音声を受信
することができる新たな放送を「地上波デジタル放送」と呼び、日
本では2003年末から地上波のUHF帯を使用したデジタル放送
が開始されています。高画質・高音質に加え、双方向番組、高齢
者や障がい者に優しい福祉サービス、暮らしに役立つ最新情報
サービス等が予定されています。2011年には現在のアナログ放
送は終了の予定です。
●地上波アナログ放送

従来のテレビ放送。隣接チャネル間の干渉、ゴーストや雑音の発
生、利用効率の悪さ等の欠点があり、日本では2011年までに終了
し、デジタル放送に移行されることになっています。

用 語 解 説
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地区別

まちづくりの
目標と課題

1．黄金地区 ..........................................................P74

2．稀府地区 ..........................................................P76

3．東地区 ...............................................................P78

4．関内地区 ..........................................................P80

5．中央地区 ..........................................................P82

6．市街地区 ..........................................................P84

7．長和地区 ..........................................................P86

8．有珠地区 ..........................................................P88

9．大滝地区 ..........................................................P90

この「地区別まちづくりの目標と課題」は、前総合

計画の策定時に市内８地区（大滝区は当時は含ま

れておりません。）で開催した「地域のまちづくりを

考える集い」において、皆さんと話し合い、まとめ上

げたものを基本に再掲したものです。

各地区の「将来像」の実現には長い時間を要する

ことから、新たに大滝地区を加え第六次総合計画

においても引き継いでいきます。

今後も皆さんとともに考え、話し合いながら地域

の課題解決へ向けた取組を進めてまいります。

［P75、77、83、87］
●北海道の区域指定制度

以前の既存宅地制度に替わるものとして平成18年
に北海道が指定した区域で、伊達市では８箇所
（黄金２箇所、稀府、末永２箇所、館山、館山下、長
和）が指定されました。この指定区域は全て市街化
調整区域ですが、一定の要件を満たしている土地
について開発許可や建築許可を受けて住宅や店
舗などを建設することができます。

用 語 解 説
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地域資源がひかりかがやく、やすらぎと交流のまち

■心がかよい、ぬくもりのあるまち

あらゆる世代が強いつながりで主体的に地域活動を行うとともに、地域に住む人たち
が助け合い、安心して暮らせるあたたかいまちをめざします。
■「だての玄関」にふさわしい、きれいなまち

だての入り口として、また「黄金」の名にふさわしいまちづくりを進めるため、花壇
整備や緑を増やす植樹活動を行い、きれいなまちをめざします。
■縄文人に学ぶ、ふれあいのまち

地域の財産「北黄金貝塚」を体験学習など多方面から有効に活用して、多くの人が訪
れ集まり、互いに交流できるまちをめざします。
■豊かな自然に抱かれた健やかなまち

恵まれた自然をできる限りそのまま保全するとともに、自然エネルギーや牧畜、観光
などに活かし、環境の良い元気なまちをめざします。

黄金地区は、本市の南端に位置し、西は牛舎川、東はチマイベツ川を両端として室蘭
市に隣接する地域です。酪農、畜産を産業の柱として発展してきており、水産業におい
ても、黄金漁港を活用した漁業の振興に期待が寄せられています。
近年整備された黄金地区コミュニティセンター「はまなす館」は、地域住民の交流や

さまざまな活動の場として利用されており、国指定史跡である北黄金貝塚は史跡公園施
設として整備され、遺跡の見学や学習活動などに活用されています。
また、市営住宅（黄金団地）の建替や生活道路の整備が進むとともに、公共下水道の

整備や合併処理浄化槽の導入促進など地域の生活環境の整備が進められています。
さらに、急傾斜地対策事業やチマイベツ川の河川改修など、地域の防災対策も進めら

れています。
しかしながら、地域では自然に優しい河川改修や海岸保全施設の離岸堤の早期完成が

望まれています。
今後とも、安全対策をはじめ、地域の生活環境の向上に努めるとともに、地域に数多

く有するさまざまな資源の活用を図っていく必要があります。

1

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題

…………………黄金地区
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■生活・市民・行政

・防犯灯の設置や防風林の保全など安全を確保する必要があります。
・地域住民同士や行政との意見交換を行い、つながりを強めながら諸問題に取り組む必
要があります。
■産業・観光・教育

・地域の気候を活かして風力発電事業に取り組み、地域の活性化を図る必要があります。
・黄金漁港をレジャー施設としても活用し、より有効なＰＲが必要です。
・北黄金貝塚をＰＲして、教育面だけでなく観光面にも活用するとともに、地域の財産
として地域で守る意識を高め、主体的に運営する取組が必要です。
・「黄金」という地名を利用し、駅前周辺を整備して観光に活かすとともに、胆振有数
の有名な牧場をＰＲし、競馬ファンなど観光客を呼べるまちづくりを進める必要があ
ります。
■景観・自然環境・緑地

・地域の素晴らしい景観を守るため、必要以上の開発を抑制し、自然環境の保全に努め
る必要があります。
・地域と行政の協働による花壇の設置や植樹に取り組み、「伊達市の玄関」としてふさ
わしい環境整備が必要です。
・「地区の花・木」を選定し、緑化の意識を高め、緑化運動への取組を進める必要があ
ります。
■道路・交通・住環境

・高齢者の交通の便を確保するため、愛のりタクシーや有償ボランティアの利用を促進
するとともに、老朽化しているバス待合所を地域の顔となるような整備が必要です。
・住宅地の多い生活路線を中心に自然に配慮した道路整備が必要です。
・居住環境を高めるため、合併処理浄化槽の一層の導入促進が必要です。
・北海道の区域指定制度※などを活用し、新たな宅地の創出に努める必要があります。

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（世帯）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

（人）�

昭和55年� 昭和60年� 平成2年� 平成7年� 平成12年�平成17年�
2003 1995 1821 1725 1651 1500

563 603 608 622 627 587

人　口（人）�

■人口と世帯数の推移（国勢調査）�

世帯数（世帯）�

個別の
提言事項



地域と自然が調和する住み良いまち

■あらたな暮らしを創造するまち

地域ボランティアなど地域活動が活発に行われ、さらに新たな宅地の創出により集落
が広がっていくまちをめざします。
■緑があふれ、田園風景があるまち

平坦で見晴らしの良い土地に豊かな自然と緑が広がり、優れた景観とのどかな田園が
感じられるまちをめざします。
■安全で快適なゆとりあるまち

道路や下水道など、安全性と快適性に優れた都市施設が整備された住環境と、地域住
民が互いに助け合い、また健康づくりが活発な、安心でゆとりある生活を営むことが
できる田園都市をめざします。
■力強い農漁業が明日をひらくまち

地域特有の土地形状を活かして農業が発展するとともに、漁業が活性化し、生き生き
としたまちをめざします。

稀府地区は、本市中心部の東側約６kmに位置し、西は谷藤川、東は牛舎川を両端と
して南北に広がる地域であり、平坦な田園緑地を有し、自然景観にも恵まれています。
一部住宅地を除いた山側は、全体的に優れた景観と豊かな農産物をつくり出す農地が

広がっています。
地区内には多数の集落が形成されており、住宅地としての需要も高くなっています。

平成10年には、みどり団地が市街化区域に編入され、近年は、寿線や幸線をはじめとす
る生活道路の整備やみどり団地地区の公共下水道など、住環境の基盤整備が進められて
います。
また、地域住民の手により設置された「まれふふれあい公園（くじら公園）」も、地

域の憩いの場としての役割を果たしています。
今後は、宅地開発や排水問題に取り組むなど計画的な土地利用を推進することが課題

となっています。
さらに、通学路の安全を確保するとともに、地域の生活道路の整備を図る必要があり

ます。

2 …………………稀府地区
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■福祉・生活・市民・行政

・地域活動の活性化をめざし、既存施設の充実を図る必要があります。
・行政と協働で地域ボランティアの組織化を進めるなど、高齢者対策への取組が必要です。
■教育・スポーツ

・市民や高齢者の憩いの場であるパークゴルフ場を活用したスポーツの振興と健康づく
りを進める必要があります。
■河川・公園・緑地

・谷藤川、牛舎川の水質改善に取り組み、子どもが遊べ、自然体験学習ができる川づく
りが必要です。
■土地利用・住環境

・農漁業と調和を図りながら秩序ある土地利用計画を策定し、北海道の区域指定制度※

や市街化調整区域の地区計画制度などを活用し、新たな宅地の創出に努める必要があ
ります。
・下水道の普及促進を図るほか、市街化調整区域の排水問題の解消や合併処理浄化槽の
導入促進が必要です。
・稀府墓地の環境整備が必要です。
■自然環境

・地域住民による美化運動に取り組み、豊かな自然環境を活かした田園都市のイメージ
を定着させることが必要です。
■道路・交通

・生活道路の整備や通学路の歩道整備など、安全に配慮した道路づくりが必要です。
・高齢者の日常生活の足として、愛のりタクシーの利用拡大が必要です。

個別の
提言事項
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3 …………………東地区

78

Ⅲ
基
本
計
画

地域が主役の心豊かな活力あるまち

■心の優しさを感じ、安心して暮らせるまち

地域住民の思いやりと活発な自治会活動で、若い人から高齢者まで安心して生活でき
るまちをめざします。
■力を合わせ、自然と共生するまち

市民と市民、市民と行政が協力しあい、それぞれの役割を担いつつ、河川や公園など
の自然や緑を守り育てるまちをめざします。
■利便性の高い住みよいまち

北舟岡駅周辺の整備を進め、交通の利便性を高めるとともに、地域のニーズに対応し
た土地の活用ができ、優れた居住環境を備える住みよいまちをめざします。
■一人ひとりが自ら参加し、活動するまち

地域住民一人ひとりがモラルを高め、美化運動などに取り組むとともに、身近な問題
を地域住民の手で解決できる、住民が主体で活動するまちをめざします。

東地区は、本市中心部のすぐ東側に位置し、西はシャミチセ川、東は谷藤川を両端と
して南北に広がる地域です。山側は農地などの生産緑地に恵まれ、豊かな自然と優れた
景観を形成しており、海側は一部を除き市街化区域であり、近年は宅地開発が進み、公
営住宅の改築・建替などの住環境整備が行われ、居住地として成熟してきており、人口
の増加が著しい地域です。
北海道縦貫自動車道伊達インターチェンジにつながる主要道道伊達インター線の沿道

には軽工業や流通を中心とした松ヶ枝地区中小企業団地が形成されており、近年は新た
なショッピング・エリアも形成されつつあります。
東地区コミュニティセンター「みらい館」は、地域のコミュニティ活動だけでなく、

サークル活動などを中心に全市的に利用されています。
また、福祉活動の拠点である「ふれあい福祉センター」や療養型病院など、高齢社会

に向けた施設が立地しています。
今後は、ひとり暮らしなどの高齢者対策や自然環境をまもるための住民意識の向上等、

自治会などの担う役割が増えることから、地域活動の活性化を図ることが必要です。
さらに、土地需要が堅調であり、新たな宅地等を望む声が高まっていることから、土

地利用の見直しや、密集する住居地域の交通安全の確保や安全な道路づくりも重要な課
題となっています。
また、豊かな自然と優れた景観を積極的に活用することも検討していく必要があります。

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活

・自治会活動の活性化を図るため、自治会戸数や自治会区域の見直しを行うとともに、
若い人の自治会加入促進や活動への参加が必要です。
・増加する高齢者が安心して暮らせるよう、ひとり暮らしの高齢者に対し地域で声かけ
を行ったり、グループホームの設置を促進する必要があります。
■教育・スポーツ

・地域住民はもとより、市民の健康づくりの場としての基幹となるスポーツ施設を整備
する必要があります。
■河川・公園・緑地

・シャミチセ川の自然の豊かさを守るため、市民と行政が協力しながら適正な管理を行
う必要があります。
・舟岡公園の植樹を進めるなど、市民がくつろげる空間の創出が必要です。
■景観・土地利用

・わかりやすいまちをめざし、案内板による地番の表示や、住居表示などの検討が必要
です。
・地区の特性を把握し、必要な用途を見極めながら市街化調整区域の地区計画などを活
用し、計画的な土地利用を進める必要があります。
・伊達市の導入路として交通量が増加している伊達インターチェンジ周辺について、自
然環境と調和した土地利用の検討を進める必要があります。
・「伊達百景」を選定し、地域の優れた景観を活かすような取組が必要です。
■自然環境

・まちをきれいにするため、地域住民の美化運動への積極的な参加などの啓蒙を行うと
ともに、ゴミの不法投棄やペットの糞などをなくする取組が必要です。
■道路・交通・住環境

・住居が密集していることを考慮し、特に安全に配慮した道路づくりが必要です。
・北舟岡駅の機能を充実させ、利用者数を増やし、地域住民の利便性の向上を図るとと
もに、憩いの場としての整備が必要です。
■市民・行政

・地域のサークル活動などの情報提供を行いながら、活動の輪を広げていく必要があり
ます。
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4 …………………関内地区

80

Ⅲ
基
本
計
画

自然とふれあう緑豊かなゆとりあるまち

■親しみと思いやりのあるまち

地域の誰もが協力しあい、一体となって心豊かな地域社会をつくりながら、お互いが
困ったときに助け合うまちをめざします。
■地域を支える農業が発展するまち

地域の基盤である農業が活発で、潤いと明るさのあるまちをめざします。
■個性ある教育と文化が育つまち

地域の伝統文化を大切にし、継承するとともに、豊かな自然に触れながら、のびのび
と人が育つまちをめざします。
■恵まれた自然に囲まれた快適なまち

恵まれた自然を満喫しながら、開放的でのんびりと暮らせる快適なまちをめざします。

関内地区は、本市の北東部に位置し、広大な農地を有する農村地域です。
また、豊富な自然環境、さらに山岳・丘陵地からの眺望など、恵まれた景観を有する

ことから、ゴルフ場などの地域特性を活かした施設が配置され、近年は、道道上長和萩
原線（東関内～上長和間）の開通により、地域産業の振興に役立っています。
さらに、自然と調和した住環境を形成するため、上水道の整備や合併処理浄化槽の導

入が進んでおり、平成20年に整備された優良田園住宅“田園せきない”の分譲によって、
定住人口の増加が期待されています。
しかし、農業においては、後継者不足や新規就農がなかなか進まないといった根幹に

関わる問題を抱えており、農業基盤の整備や農業経営の安定が課題になっています。
今後は、教育環境のあり方や、伝統文化の継承などを含めて、地域の活性化につなが

る施策を検討していく必要があります。

将来像

まち
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と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活

・新規就農者やＵターン者なども地域にとけ込めるような、一体となった地域社会をつ
くるため、世代や業種をこえた広範囲での地域住民の交流の場を設ける必要がありま
す。
■産業

・農業の共同化や効率化を図るとともに、後継者や新規就農者のための環境を整えるな
ど、地区の基幹産業である農業の振興が必要です。
■教育・スポーツ

・関内固有の伝統芸能である仙台神楽を保存するため、保存会への支援や継承者育成の
取組が必要です。
・自然環境や関内地域の良さを活かし、校区外からの希望者受け入れ体制を充実するな
ど教育環境の整備が必要です。
■自然環境・住環境

・恵まれた自然環境に配慮した住環境の整備など、地域の発展につながる取組が必要で
す。
・パークゴルフ場、桜など既存の施設や自然を有効に利用するとともに、その充実を図
る必要があります。
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5 …………………中央地区

82

Ⅲ
基
本
計
画

自然を愛し、人と人とがふれあうまち

■子どもからお年寄りまで、楽しく集い活気のあるまち

子どもや高齢者、障がい者など、みんながいつも交流、情報交換し、隣り近所が仲の
良い環境をつくり、自治会活動など地域活動が盛んなまちをめざします。
■開拓の歴史と文化を伝えるまち

伊達開拓発祥の地として、その歴史と文化遺産を保全するとともに、後世に残し伝え、
また観光資源として有効に活用し、次代に誇れるまちをめざします。
■自然と親しみ、緑を育むまち

住民一人ひとりが自然をまもり、緑を大切にしながら、憩いと親しみのあるまちをめ
ざします。
■共につくる、開かれたまち

市民と行政が互いに情報を共有し、協働しながら、地区に多数いる有能な人材を活用
するなど、積極的な市民参加により住みよいまちをめざします。

中央地区は、本市のほぼ中央に位置し、海側は館山下町、山側は乾町と広範囲にわた
る地域で、特に国道沿線は商業、経済、文化の中心としての役割を果たしています。施
設的にも医療、スポーツなどの公共施設が集積する地域であるとともに、だて歴史の杜、
プライムヘルシータウンや中央区集会所など、住環境の整備が顕著に進み、人口が市内
で最も増加傾向にあります。
しかし、新興地であるため弊害も多く、人口の増加に伴う地域コミュニティ活動の底

上げや緑地の減少などとともに、生活道路の整備など新たな住環境整備が課題となって
きています。
また、総合公園「だて歴史の杜」内には、カルチャーセンター“あけぼの”や開拓記

念館、宮尾登美子文学記念館、黎明観など、伊達市の歴史、文化、観光の中心的施設が
集積していることから、まちの情報発信基地として積極的活用を図ることが必要です。

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活

・中央区集会所を自治会活動だけではなく、地域住民の交流、情報交換など地域活動の
拠点として活用することが必要です。
・隣り近所との交流の機会を増やし、人と人との心がかよいあう地域づくりが必要です。
・地域に埋もれている有能な人材を発掘し、積極的に技術などを提供する仕組みづくり
の検討が必要です。
・住み良いまちをつくるため、ゴミ処理、リサイクル、住環境の美化、生活安全、青少
年の育成などを住民参加で進めることが必要です。
■産業・文化・観光

・黎明観を中心とした伝統文化の継承活動の推進が必要です。
・開拓の歴史・文化を伝える開拓記念館の整備が必要です。
・「道の駅」を地場産品の販売や情報発信の拠点として有効活用し、観光の集客力を高
めることが必要です。
■自然・景観

・気門別川、水車・アヤメ川などの河川や道路、公園を利用して、全体的、横断的に緑
地のゾーニングを行い、緑のネットワーク化を進める必要があります。
・中央地区の魅力となっている館山公園や開拓記念館、気門別川沿い、旧シャミチセ川
沿いの「桜」等を活かした整備が必要です。
・道路など都市基盤の整備においても自然を残し、環境に配慮するとともに、住民参加
による緑を増やす運動の取組が必要です。
■土地利用

・北海道の区域指定制度※や市街化調整区域の地区計画制度などを活用し、新たな宅地
の創出に努める必要があります。
■道路・交通

・避難道路の検討を含めた主要幹線道路の整備、障がい者や高齢者にやさしいバリアフ
リー化など、安全性を重視した生活道路の整備が必要です。
■教育・スポーツ

・総合公園「だて歴史の杜」内に市民の健康増進、生涯スポーツの拠点となる総合体育
館などの整備が必要です。
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6 …………………市街地区

84

Ⅲ
基
本
計
画

人、自然、みちがつながり、にぎわいのあるまち

■共に支えあい、安心して暮らせるまち

地域活動に住民が積極的に参加し、パートナーシップによって住みよい環境をつくる
とともに、高齢者や障がい者も安心して暮らせるまちをめざします。
■産業がいきづき、活気あふれるまち

コミュニティの核である商店街が活気にあふれ、漁港には人が集まるなど、誰もが寄
ってみたくなるまちをめざします。
■自然と調和する美しいまち

水と緑が調和し、快適で過ごしやすい空間があり、また、住民の高いモラルでまち並
みを美しく保つまちをめざします。
■安全とやさしさをつなぐまち

４つの地域をネットワークで結び、幹線道路や生活道路など道路網が整備され、災害
時や緊急時でも安心して生活できるまちをめざします。

市街地区は、本市のほぼ中間部から噴火湾沿いに南北に広がっており、市役所などの
官公署や金融機関、さらに多くの商店街が集積し、本市における経済の中心的役割を担
う地域です。さらに、JR伊達紋別駅や道南バス停留所など、交通の要衝としての役割も
果たしてきました。
また、早くから下水道をはじめとする住環境の整備など、人口集中地区にふさわしい

居住環境づくりが進められ、幹線道路の整備や商店街の近代化などにより地域の活性化
が図られてきました。
しかし、商業面では相次ぐ大型店の出店や車社会の定着、生活様式の変化から生活圏

が拡大しており、既存商店街になかなか活気が戻らないという現状にあります。それに
伴い、商店の移転・撤退が発生し、市街地の空洞化なども進んでいます。いかに中心市
街地に人を集め、賑わいを生み出すかが大きな課題となっています。
また、中心市街地の緑地も整備されてきていますが、今後とも市民が憩える環境をつ

くり出すことが必要です。
水産業については、伊達漁港の多角的な活用や後継者育成など、漁業の振興を図る必

要があります。
さらに、西浜町をはじめとした海岸線沿いの地域は鉄道により分断されており、災害

時や緊急時の安全確保、住民の不安解消が大きな課題となっています。
地域的には、より高齢化が進み、ひとり暮らしの高齢者対策や介護支援体制など地域

福祉の充実が求められており、自治会の活性化など地域活動の充実を図る必要がありま
す。

将来像
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と
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活

・災害時の避難場所としての機能と地域のさまざまな交流の場として利用できる拠点施
設の整備が必要です。
・高齢化が顕著なため、介護支援など地域福祉の充実が必要です。
■産業・観光

・石蔵などの歴史的資源を活かしたイベントの実施などにより、商業の活性化を図る必
要があります。
・駅前地区の整備など、個店の魅力と各商店街間の協力体制を高め、広いゾーンの中で
まちづくりを進める必要があります。
・漁業の活性化と後継者の育成を図るとともに、近年整備された伊達漁港や交流広場を
伊達の海産物提供の拠点として、また市民の交流や憩いの場として活用する取組を広
げていく必要があります。
■自然環境・住環境

・河川敷の有効利用や、自然に配慮した親水性豊かな気門別川の整備が必要です。
・すばらしい館山公園を有効利用できるよう、アクセスや駐車場の整備が必要です。
・減少する市街地区の緑を増やし、快適な環境を生み出すための公園緑地の整備が必要
です。
・まち並みの美しさを演出し、それを壊すことのないよう住民レベルの環境美化運動を
進める必要があります。
■道路・交通

・住民の不安解消を図るため、西浜町と山下町とのスムーズなアクセスが必要です。
・西浜地区の防災対策として、市道西浜通り線など幹線道路の整備が必要です。
・災害時は緊急道路として、通常時は国道等の交通渋滞解消のため、市街地の西側に避
難道路の整備が必要です。
・高齢者の割合が高い地域として、バリアフリー化など歩行者の安全性を高める道路の
整備が必要です。

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（世帯）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

（人）�

昭和55年� 昭和60年� 平成2年� 平成7年� 平成12年�平成17年�
10885 9781 8730 8009 7884 7888

3559 3430 3361 3380
3546 3600

人　口（人）�

■人口と世帯数の推移（国勢調査）�

世帯数（世帯）�

個別の
提言事項



7 …………………長和地区

86

Ⅲ
基
本
計
画

有珠山と共生し、自然と産業が地域を支える豊かなまち

■人と人とのつながりがさまざまな活動を支えるまち

子どもから高齢者までが交流や連携を深め、お互いに助け合い、協力しながら自治会
活動などの地域活動を行うまちをめざします。
■新しい時代に対応した産業が賑わいを呼ぶまち

ブランド化した農作物等で農業が支えられ、また企業の進出により地域の雇用などが
促進される活気のあるまちをめざします。
■親しみやすい自然が地域の健康と潤いを保つまち

長流川を運動広場や散策路に利用するなど、地域の豊かな自然を利用して、健康づく
り活動や観光面への活用を図り、生き生きとしたまちをめざします。
■調和のとれた土地空間と充実した都市機能が形成されるまち

効率的に住宅地の環境整備が行われるとともに、地域の農業を守れる有効な土地の利
用を図り、災害にも強いまちづくりをめざします。

長和地区は、中心市街地の西部に位置し、東には２級河川長流川を配した、平野部と
丘陵部からなる地域です。恵まれた気候と水利により、市内でも米をはじめとして優良
な農作物が育つ穀倉地帯です。
臨海部の工業専用地域は、古くは北海道電力（株）伊達発電所、新しくは生コンクリ

ート製造業など、市外企業進出の受け皿としての役割を果たしており、平成18年に稼働
した北海道栽培漁業伊達センターは、今後の栽培漁業推進のための中核的な役割を担う
施設として期待されています。
また、地域住民の交流の場である長和地区コミュニティセンター「ふれあい館」が開

設し、災害時の避難道路としての長和農社通や山下長和通などの整備も進められてきて
います。
一方では、平成21年度末をもって長和中学校の統廃合が予定されており、これに伴う

施設跡地の有効活用が重要な課題となっています。
今後は、安定した農業の振興に努め、豊かな自然など地域の良さを活かしていくとと

もに、工業団地の有効活用を進めながら、市民と行政が一体となり、災害に強いまちづ
くりを進める必要があります。

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■生活・防災

・適正配置により学校としての使命を終えることになる施設は、地域の貴重な公共的財
産であり、その有効活用により地域の活性化を図る必要があります。
・防災訓練をはじめとする防災意識の高揚に努める必要があります。
・安全な土地利用に基づく農業の振興と環境の整備を進める必要があります。
■産業・観光（河川・公園・景観）・スポーツ

・長和工業団地周辺の基盤整備を進め、時代にあった企業を誘致するなど、その有効利
用が必要です。
・豊かな自然景観を楽しめるよう、長流川に散策路を整備するとともに、河川敷は、公
園やスポーツ施設、イベント広場などに利用し、観光の振興を図る必要があります。
・地域の農作物を積極的にＰＲし、販売の促進など基幹産業の農業の振興を図る必要が
あります。
■土地利用

・国道沿線の沿道サービス型土地利用を一層進める必要があります。
・農業地域を守る土地利用を確立するとともに、地域の発展につながる北海道の区域指
定制度※の活用など有効な土地利用を図る必要があります。
■自然環境・住環境

・まちをきれいに保つため、花壇の設置など地域活動を進めるとともに、モラル向上の
ための啓発活動が必要です。
・若生墓地での水の供給など環境基盤整備が必要です。
■道路・交通

・国道453号など基幹道路の整備を促進し、災害に強い安全で住みよい環境づくりを進
める必要があります。
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8 …………………有珠地区

88

Ⅲ
基
本
計
画

歴史と文化が薫る出会いと感動のまち

■地域が支える、やすらぎある美しいまち

子どもと高齢者が活発に交流し、地域が一体となって美化運動に取り組むなど、助け
合いと安らぎのあるまちをめざします。
■自然と歴史がネットワークで結ばれる体験型観光のまち

有珠山をはじめとする豊かな自然と有珠善光寺やバチェラー夫妻記念教会堂など道内
有数の史跡・文化遺産が一体となり、それらを観光資源として体験・学習など有効に
活用されるまちをめざします。
■活発な産業が地域の発展を促すまち

地域を支える農業や漁業が盛んで、地場産品としての付加価値を高め、観光と結びつ
け、活気ある商業が展開されるまちをめざします。
■安心して暮らせる機能的なまち

災害時はもとより、観光や生活面でも高い機能を有する道路整備や防災施設、環境基
盤整備を進め、安心して暮らせるまちをめざします。

有珠地区は、本市の最も北西部に位置し、西側は洞爺湖町と隣接し、山側は有珠山を
従え、市内でも有数の観光名所がある風光明媚な地域です。
噴火湾は地域の漁業の拠点として、また海水浴場などの観光の拠点としての役割を果

たしています。
山側は農業が盛んで、直売などにより販売促進が図られています。
施設的には、地域の活動拠点としての有珠地区コミュニティセンター「白鳥館」の開

設や下水道の整備、アルトリ通り線など生活道路の改良により、徐々に生活環境が整備
されてきています。
また、平成20年に改築された養護老人ホーム潮香園は、新たな施設の機能を活用した

地域福祉の拠点としても期待されています。
しかし、海水浴場の観光客が年々落ち込み、従来の「通過型」から「滞在・体験型」

観光への早急な転換が必要となってきています。このことから、メロン街道沿線に整備
するパークゴルフ場や産地直売所と、平成21年度末をもって統廃合となる有珠中学校施
設との一体的な有効活用を検討するとともに、有珠善光寺や史跡貝塚などの保存、周辺
整備など、体験学習ができる環境を整えることが課題となっています。
また、排水整備や地域が一体となって清掃美化運動に取り組む必要もあります。
特に、有珠地区においては、市民と行政が一体となり、災害に強いまちづくりを進め

る必要があります。

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活

・既存施設の利用も含め、多様な文化活動や交流活動の拠点づくりが必要です。
・コミュニティセンターを自治会活動ばかりでなく、子どもと高齢者の交流の場として
も利用し、活発な地域活動を進める必要があります。
■産業・観光・教育・スポーツ

・観光地としての魅力を高めるため、有珠善光寺、海水浴場、有珠山などの豊富な観光
資源の活用や、海岸線や丘陵地など優れた景観の整備が必要です。
・有珠中学校施設やパークゴルフ場など国道沿線における施設の有機的な連携を図り、
活用を検討することが必要です。
・桜の名所の有珠善光寺や海水浴場に案内板などを設置し、ＰＲを行う必要があります。
・ホタテ養殖の新たな工夫や各産業が連携し、地域に根差した産地直売所等による特産
物販売の仕組みづくりにより、農漁業の振興を図る必要があります。
・有珠モシリ遺跡やバチェラー夫妻記念教会堂などの歴史資源を計画的に調査保存し、
教育などへの活用が必要です。
■土地・自然環境・住環境

・排水対策を中心とした住環境整備が必要です。
・住民の安全と自然環境との調和に最大限配慮しながら、地域の活性化のため、市街化
区域内の未利用地の活用など、計画的な土地利用を図る必要があります。
・恵まれた自然景観を損なわないよう、住民主体での環境美化の取組が必要です。
■道路・交通・防災

・災害時の安全かつ迅速な避難や防犯上からも、地域全体の照明設備の充実が必要です。
・災害時だけでなく観光や生活にも活かせる避難道路の整備が必要です。
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9 …………………大滝地区

90

Ⅲ
基
本
計
画

豊かな自然環境を活かしたまち

■四季を通じ楽しく安心、快適に暮らせるまち

豊かな暮らしを支える道路整備、住みよさを実感し、若者の定住を促進する公営住宅
の整備や快適な生活環境を実現するための上水道の整備、また、観光にも寄与する四
季を通じ楽しく遊べる公園緑地の整備をめざします。
■個性豊かな生涯学習と地域に根づいた文化のまち

未来を担う子ども達の育成、生活を豊かにする芸術・文化、スポーツ活動の振興により、
地域に根づいた文化の薫るまちづくりをめざします。
■自然にやさしい快適な生活環境のまち

豊かな自然環境を活かして、新たな視点から雪資源や温泉資源の有効活用など自然に
やさしい快適な生活環境のまちづくりをめざします。
■地域資源を活かした夢あふれる産業のまち

豊かな地域資源を活かした地場産品の開発や、観光と一体化した新たな地域資源の発
掘をめざします。

大滝区は、中心市街地から約35km離れ、壮瞥町をはさんだ飛び地にあり、「支笏洞爺
国立公園」のほぼ中央に位置し、産業構造は農業、観光、福祉を中心とした自然豊かな
地域です。
農業においては、中山間地域にあって、降雪が早く融雪が遅いなど農業経営には厳し

い自然条件にあります。そのため、畜産や酪農に加えて寒冷地作物の栽培や地質を活か
した作物など畑作が主体となり、複合型農業経営が中心となっています。
大滝区の代表作物としては、長いも、大根などに加えて最近は花卉

か き

栽培やアロニア
（小果樹）栽培なども取り組んでいます。
しかし、農業を支える担い手不足と農業者の高齢化対策が課題となっており、また、

農業者の農作業の軽減を図るため、重量作物から軽量作物への転換が求められています。
さらに、観光との連携を図り、農産物の加工等による特産品の開発など地場産業の振

興のほか大滝区の地域特性に適した魅力ある農業の確立が求められています。
林業については、区域の８割が森林であることから除間伐材を活用し、ペレットボイ

ラーやペレットストーブ用のエコ燃料となる木質ペレットの本格的な生産稼動や、これ
らに関連する産業の振興が期待されています。
観光業については堅調な傾向にありますが、周辺観光地との連携・協力が必要であり、
圏域として観光客の集客につながるイベントの取組や、地域観光の振興に向けた観光協
会、旅館組合等の連携強化など、ソフト面の整備促進が必要です。
福祉については、高齢化の進展に伴い雪対策をはじめ、通院や買い物など安心して暮

らせる生活支援もついてニーズが高まっています。
このため、地域住民による支援など協働参加のまちづくりが求められています。

将来像

まち
づくりの
目標

現況
と
課題
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Ⅲ
基
本
計
画

■福祉・生活・交通

・地域の活性化を図る上でコミュニティ活動はもとより、各種行事等に積極的に参加す
ることが必要です。
・高齢社会の中、健康で生き生きとした生活を送るためには、地域全体で支え合う取組
が必要です。
・情報通信システムの充実を図るため、ケーブルテレビの地上デジタル化の移行が必要
です。
・広域交通網の整備はもとより、区内の交通対策事業が必要です。
■産業・観光・自然環境

・中山間地域の気象条件に適した寒冷地作物の奨励と高齢農業者の農作業の軽減を図る
ため、重量作物から軽量作物への転換が必要です。
・安定的な農業経営を図るため、三階滝町、上野町、円山町各地区について営農用水施
設の整備が必要です。
・安定した農業所得をめざすため、付加価値を高める農産品等の加工と観光を取り入れ
た新農業ビジネスの育成や特産品の開発が必要です。
・体験型農業を中心とした観光事業の展開や、大滝区を訪れる観光客に新鮮でおいしい
農産物を提供できるシステムづくりが必要です。
・健康、予防医療、保養といった視点から、温泉やスポーツ・レクリエーション施設な
どの地域資源の有効活用を図り、「癒しの里づくり」に向けた新たな観光需要を喚起
することが必要です。
■教育・スポーツ

・少子化や核家族化が進展する中、児童生徒の豊かでたくましい心を育むため、子ども
たちの社会参加や、地域住民の学校行事への参加など地域全体での取組が必要です。
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Ⅲ
基
本
計
画

１．行政評価への取組

重点政策を構成する基本事業を適切に進めていくために、民間企業における経営手法
などを公共部門に適用し、行政の経営能力を高め、効率的で質の高い行政サービスの提
供をめざすニュー・パブリック・マネジメント（NPM）※理論をベースにPDCA※型の進
行管理による行政評価を導入します。当面試行的に、重点政策を構成する基本事業につ
いて効果的、効率的に実施されているかを評価します。

２．進行管理の流れ

（１）事業計画の立案＝P（計画立案）

事業計画は、当該年度を基点とする３年間を対象として立案します。
↓

（２）事業計画の実施＝D（計画実行）

年度単位で予算を措置し、事業を実行します。
↓

（３）事業成果の評価＝C（事業評価）

事業の結果（成果）について、担当課係の観点と全庁的観点の２段階で事後の評
価を行います。対象となる事業は、重点政策を構成する基本事業とします。
↓

（４）事業の見直し＝A（事業改善）

事業評価の結果に基づき、継続、強化、縮小、廃止など、事業展開について改善
を行います。改善結果に基づいて次年度以降の事業計画（P）を立案し、PDCAの
サイクルが循環します。

事業計画の立案�

P(Plan)
（計画立案）�

�

3年単位で�

�

事業の見直し�

A(Action)
（事業改善）�

�

次年度以降の�

事業への反映�

�

事業成果の評価�

C(Check)
（事業評価）�

�
第1次評価　担当課の内部評価�

↓�
第2次評価�

全庁的観点の内部評価�

事業計画の実施�

D(Do)
（計画実行）�

�

1年度ごと�

�
●ニュー・パブリック・マネジ

メント（NPM）

民間企業における経営理念、
手法、経営事例などを公共部
門に適用し、そのマネジメント
能力を高め、効率的で質の
高い行政サービスの提供を
めざす考え方を指します。

●PDCA

プロジェクトを流れで捉え、評
価を次の計画に活かすため
に、計画をたて（Plan）、実行
し（Do）、その評価（Check）
に基づいて改善（Action）を
行う、という行程を継続的に
繰り返す仕組みを指します。

用 語 解 説
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平成１９年 ５月 第六次伊達市総合計画策定業務開始

７月 伊達市総合計画審議会委員の公募

８月 総合計画策定本部設置

８月 計画策定委員会の開催（計９回開催）

８月 計画調整会議の開催（計７回開催）

９月 伊達市総合計画審議会の設置

９月～１０月 市民アンケート調査の実施

１０月 総合調整部会の開催（計１６回開催）

平成２０年 ４月 市民アンケート調査結果の公表

８月～９月 計画素案についてパブリックコメント※の実施

８月～９月 計画素案について地区説明会の開催

９月 計画素案について宅配講座※の開催

９月 計画素案について団体説明会の開催

１０月 パブリックコメントの回答、結果の公表

１０月 伊達市総合計画審議会へ諮問

１１月 伊達市総合計画審議会から答申

１２月 市議会に第六次伊達市総合計画基本構想を提案

１２月 市議会が総合計画基本構想審査特別委員会を設置

１２月 総合計画基本構想審査特別委員会において審査

平成２１年 ３月 第六次伊達市総合計画基本構想の原案可決

第六次伊達市総合計画策定経過Ⅳ-1

Ⅳ：資料編

●パブリックコメント

行政の重要な政策や制度を
決定する前に広く市民の意
見を募り、その意見を意志決
定に反映させることを目的と
した制度です。
なお、伊達市のパブリックコ
メント（市民意見の公募）は、
伊達市市民参加条例により
実施されます。

●宅配講座

市民の自主的な学習会等の
お手伝いをするために、市職
員を講師として派遣し、市政
の各分野について説明する
とともに市民と対話すること
で、相互理解を深めることを
目的としています。

用 語 解 説
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１． 組織図

第六次伊達市総合計画策定組織Ⅳ-2
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２． 策定本部規程

伊達市総合計画策定本部規程
平成元年１月13日

訓令第１号
（趣旨）

第１条 この訓令は、伊達市総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するための
組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところ
による。
（1） 総合計画　本市の将来の健全な発展と望ましい都市づくりを推進するために

策定する基本構想及び基本計画からなる市政の総合的な計画をいう。
（2） 基本構想　本市における都市づくりの基本方向、目標及び主要施策の構想を

明らかにし、総合計画の基幹となるべきものをいう。
（3） 基本計画　基本構想に基づき、長期の展望に立って作成する市政の基本的計

画をいう。
（4） 部門別計画　基本計画のおおむね行政目的ごとにまとめられる計画をいう。
（5） 地区別振興計画　地区ごとの発展方向を定めた計画をいう。
（6） 単位計画　部門別計画における主要施策ごとの計画をいう。

（本部）

第３条 総合計画策定事務の円滑な推進を図るため、伊達市総合計画策定本部（以下
「本部」という。）を設置する。
２　本部の組織は、次のとおりとする。
（1）計画策定委員会
（2）計画調整会議
３　本部に本部長、副本部長及び事務局長を置く。
４ 本部長は企画財政部を担任する副市長、副本部長は副市長、教育長、企画財政部長
をもって充てる。
５　本部長は、本部の事務を総理する。
６　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を
代理する。

７ 本部の事務局は、企画財政部内に置き、事務局長は企画財政部企画課長をもって充
てる。

（計画策定委員会）

第４条 計画策定委員会（以下「委員会」という。）は、本部長、副本部長、事務局長及
び管理職手当に関する規則（昭和42年規則第11号）別表に規定する部長職をもって組
織する。
２ 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
（1）総合計画原案の決定に関すること。
（2）総合計画の策定方法に関すること。
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（3）その他総合計画の策定に関し特に必要と認めること。
３　委員会は、本部長が主宰し、必要に応じ招集する。
４ 本部長は、必要があると認めたときは、委員会に第１項に掲げる者以外の者の出席
を求め、意見を聴くことができる。
５ 本部長は、総合計画の原案を決定したときは、当該原案を市長に報告しなければな
らない。

（計画調整会議）

第５条 計画調整会議（以下「調整会議」という。）は、企画財政部長の職にある副本
部長、事務局長及び管理職手当に関する規則（昭和42年規則第11号）別表に規定する
課長職をもって組織する。
２　調整会議は、次に掲げる事務を処理する。
（1）総合計画の原案の作成に関すること。
（2）総合計画の策定方法に関すること。
（3）その他総合計画の策定に関し特に必要と認めること。
３　調整会議は、副本部長が主宰し、必要に応じ招集する。
４ 副本部長は、必要があると認めたときは、調整会議に第１項に掲げる者以外の者の
出席を求め、意見を聴くことができる。
５ 副本部長は、総合計画の原案の作成等を終了したときは、当該原部長に報告しなけ
ればならない。

（補則）

第６条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附　則

この訓令は、平成元年１月19日から施行する。

（中略）

附　則（平成19年８月20日訓令第46号）
この訓令は、平成19年８月20日から施行する。
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伊達市総合計画審議会Ⅳ-3

１． 諮問

平成２０年１０月２１日
伊達市総合計画審議会
会長　和　田　　　勉　様

伊達市長　菊　谷　秀　吉

第六次伊達市総合計画（案）について（諮問）

第五次伊達市総合計画の計画期間中でありますが、平成18年３月の大滝村との合併に
伴い、新たに第六次伊達市総合計画を策定することといたしました。
本市の特性を活かし、新しい時代に即応した総合的かつ計画的なまちづくりの指針

である第六次伊達市総合計画（案）を別冊のとおり取りまとめましたので、貴審議会の
意見を求めます。

２． 答申

平成２０年１１月１０日
伊達市長　菊　谷　秀　吉　様

伊達市総合計画審議会
会長　和　田　　　勉

第六次伊達市総合計画（案）について（答申）

平成20年10月21日に本審議会に諮問された「第六次伊達市総合計画（案）」について、
審議が終了したので別紙のとおり答申します。

第六次伊達市総合計画（案）に係る答申

当審議会は、昨年９月に設置されて以来、新しい総合計画の策定方針、市民アンケー
トの調査結果、総合計画素案などについてその都度説明を受け総合計画についての認識
を深めてまいりました。
これらを踏まえ、去る10月21日に諮問を受けた第六次伊達市総合計画案について、慎

重な審議を重ねてきたところです。
本計画案は、序章において人口減少社会の到来と厳しい財政状況を見据え、地方行政

の運営から地方行政の経営といった視点に立った計画の必要性を述べ、これまでの総合
計画にはない戦略的な取り組みとして重点政策を掲げました。
また、重点政策では、着実な行政効果を目指し成果指標を設定する一方、進行管理の

ための行政評価の実施を謳い、さらには、市民との協働の観点から、役割指針を盛り込
むなど新しい取り組みにも挑戦しています。
加えて、総合計画はまちの将来の姿を明らかにし、市民との共通な理解のもとに策定

されるものでなければなりませんが、この点についても十分な配慮が行われました。
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当審議会は、このような観点から、困難な市政の中にも希望を抱いたまちづくりの姿勢
をうかがうことができ、極めて適切な内容の計画であると判断し高く評価するものです。
しかし、過去の例を振り返るまでもなく、総合計画の最も重要な点は、その実効性の

確保と具体的な対応にあります。本計画に基づく実施計画は毎年のローリングにより策
定されますが、計画の執行には前述したような厳しい社会、経済環境が予想されること
から、計画の進行管理の手段とした行政評価を十分に実のあるシステムとして構築し、
常に改革意識を失うことなく、実現に向けた不断の努力が強く求められます。
このことを付言し、このまちを「自然を育み　未来に向かって挑戦する　人にやさし

いまち」として次代に引き継ぐことができるよう大いに期待し、答申とします。

３． 審議経過

■第１回審議会（平成１９年９月４日開催）

（議題）・会長、副会長の選出
・伊達市総合計画審議会について
・新しい総合計画の基本的な考え方
・市民アンケート調査の実施について

■第２回審議会（平成２０年３月２７日開催）

（議題）・総合計画（素案）の報告
・市民アンケート調査の報告

■第３回審議会（平成２０年８月１８日開催）

（議題）・総合計画（素案）の説明

■第４回審議会（平成２０年１０月２１日開催）

（議題）・総合計画（案）の諮問
・説明会、パブリックコメントの結果報告
・『序』の審議
・『基本構想』の審議

■第５回審議会（平成２０年１０月２３日開催）

（議題）・第４回審議会結果の確認
・『基本計画』の審議

（施策の体系、重点政策、地区別まちづくりの目標と課題、計画の進
行管理と行政評価）

■第６回審議会（平成２０年１０月２９日開催）

（議題）・第５回審議会結果の確認
・『基本計画』の審議

（分野別政策）

■第７回審議会（平成２０年１１月６日開催）

（議題）・第６回審議会結果の確認
・答申（案）の協議
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４． 委員名簿

会　長 和　田　　　勉 副会長 辻　浦　義　浩
委　員 花　田　忠　重 委　員 沖　田　廣　幸
〃 佐　藤　一　英 〃 岩　佐　勝　男
〃 大和田　司　郎 〃 河　部　律　雄
〃 佐　藤　孝　治 〃 川　潟　敏　祐
〃 丹　野　征　之 〃 阿　部　光　明
〃 岩　本　浩　吉 〃 青　山　　　剛
〃 川　村　留美子 〃 吉　野　久美子
〃 山　本　國一郎 〃 小　倉　　　拓
〃 麻　林　京　子 〃 居　内　隆　司

５．審議会条例

伊達市総合計画審議会条例

昭和55年３月19日
条例第２号

（設置）

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、伊達
市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査審議し、答
申するものとする。

（組織）

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
（1）住民自治組織及び各種団体に所属する市民
（2）公募による市民
（3）学識経験者
（4）その他市長が必要と認める市民

（任期）

第４条 委員の任期は、当該諮問に係る期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
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（会議）

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ
ろによる。
４ 会長は、調査審議上必要と認めるときは、市職員の出席又は資料の提出を求めるこ
とができる。

（部会）

第７条　審議会の所掌事務を分掌し、調査審議する必要があるときは、審議会に部会を
置くことができる。
２　部会は、会長の指名する委員をもつて組織し、部会長は部会委員の互選による。
３ 部会長は、部会を招集し、会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議
会に報告しなればならない。
４ 前条第４項の規定は、部会の会議に準用する。この場合において、同項中「長」と
あるを「部会長」と読み替えるものとする。
５ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意
を得て定める。

（庶務）

第８条 審議会の庶務は、企画財政部において処理する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別
に定める。

附　則

（施行期日）
1 この条例は、公布の日から施行する。
（非常動特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正）
2 非常勤特別職職員の報酬等に関する条例（昭和48年条例第５号）の一部を次のよう
に改正する。

（次のよう略）
附　則（昭和60年３月15日条例第5号抄）

（施行期日）

１　この条例は、昭和60年４月１日から施行する。
附　則（平成２年６月22日条例第12号）

この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成５年３月25日条例第１号抄）

１　この条例は、平成５年４月１日から施行する。
附　則（平成13年６月29日条例第19号）

この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成19年６月15日条例第23号）

この条例は、公布の日から施行する。
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市民参加の取組Ⅳ-4

１．市民アンケート調査

■調査対象 2,000名［16歳以上の市民を対象に層化無作為抽出※］
■調査期間 平成19年９月26日～10月10日
■調査項目 ７項目［「市民生活やまちづくりに関する満足度評価」、

「次期総合計画がめざすべき基本目標」ほか］
■回収数 894名［回収率 44.7％］
■アンケート分析結果 Ｐ．105「Ⅳ－５　市民アンケート分析結果」参照

２．地区説明会

■テーマ 第六次伊達市総合計画（素案）について
■開催状況 ８月20日 黄金地区 ［参加者16名］

８月21日 稀府地区 ［参加者27名］
８月22日 関内地区 ［参加者16名］
８月25日 有珠地区 ［参加者13名］
８月26日 大滝地区 ［参加者９名］
８月27日 長和地区 ［参加者９名］
８月３日 東地区 ［参加者18名］
８月４日 市街地区 ［参加者13名］
８月５日 中央地区 ［参加者34名］

３．団体説明会

■テーマ 第六次伊達市総合計画（素案）について
■開催状況 ９月29日［対象45団体、参加 23団体、25名］

４．市民意見の募集（パブリックコメント※）

■テーマ 第六次伊達市総合計画（素案）について
■募集期間 平成20年８月20日～９月19日
■提出状況 ４名、16件

５．宅配講座※

■テーマ 第六次伊達市総合計画（素案）について
■依頼団体 伊達青年会議所
■開催状況 ９月19日［参加者 18名］

●層化無作為抽出→P106
●パブリックコメント→P96
●宅配講座→P96

用 語 解 説
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１．調査の目的

本アンケート調査は、第六次伊達市総合計画に市民の意見を反映させることを目的に、
市民生活やさまざまな課題に対して市民がどのように感じ考えているのか、また、優先
的・重点的に推進すべき政策領域を見出すために、市民にとって特に重要と感じている
政策は何かということを把握するために行いました。

２．調査項目の体系

調査項目は、下記の体系のとおりです。
設問項目の問１から問６までは単一回答の選択方式で、問７は自由記述方式です。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

健康・医療�

福祉�

安全・安心�

市民生活と農林水産業�

市民生活と商工業�

雇用の確保や職場環境�

自然環境や景観�

家庭における環境保全の取組�

生活環境等の整備�

教育・生涯学習・文化・スポーツ�

余暇活動�

市民による地域活動や社会活動�

市政への参加や協働�

1

2

旧伊達市と旧大滝村の合併の評価�

広域連携かさらなる市町村合併か�

1

2

継続的な定住意思の有無�

移住希望地�

性別、年齢、居住地、職業、就業形態、�
住まいの種類、居住経歴、世帯構成�

問1市民生活やまちづくりに関する満足度評価�

問2次期総合計画がめざすべき基本目標�

問3自治体の広域連携やさらなる合併について�

問4定住意思について�

問5 市民活動への参加について�

問6属性�

問7自由記述�

市民アンケート分析結果Ⅳ-5
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1

2

3

4

●顧客満足度調査

市場調査の一種で、購入し
た商品や利用したサービス
についてお客さまがどのよう
な評価をしているかを調査す
るものです。公共においても、
市民を行政サービス等の利
用者とみなし、利用者がどの
ように評価しているかを把握
することで行政サービス等の
適切な改善に結び付けよう
という趣旨の調査手法です。
●重回帰分析

例えば、自身の住んでいる地
域の「住みやすさ」を判断す
る際には、ひとつの要因だけ
ではなく、自然環境や教育環
境、あるいは住環境、医療環
境、商業環境、防犯・防災環
境などの多くの日常生活要
因が絡み合っています。そこ
で、これらさまざまな要因がど
のように絡み合って、「住み
やすさ」が判断されているか、
個々の影響力の度合いを統
計的に解析して数値化し、有
効なデータを得る統計的な
分析手法です。
●層化無作為抽出

各種の世論調査などで一般
的に用いられており、母集団
を最も適切と思われる階層に
分けて無作為に標本を抽出
する公正で偏りのない方法。
今回は伊達市民全員の地区
別ごとのまちづくりの課題を
把握するため、地区別さらに
は年齢と性別による三つの
階層に分けて、各地点ごとに
一定数の無作為抽出を行い
ました。

用 語 解 説

３．調査項目の狙いと分析手法　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民生活やさまざまな課題に市民がどのように感じ考えているのかを把握するため
に、「顧客満足度調査」の手法を用い問１の設問を設定しました。
なお、優先的・重点的に推進すべき政策領域を見出すために、市民にとって特に重要

と感じている政策は何かということを把握するための解析方法は、「重回帰分析」を用
いました。

４．調査の概要

調査実施時期

平成19年９月26日～10月10日

調査対象（サンプリング）

16歳以上の伊達市民の中から、地区別及び性別の割合が伊達市の縮小サイズになる
よう、2,000名を層化無作為抽出※しました。

調査方法

配票及び集票は郵送で行いました。

回収数と回収率

回収数は、894名。回収率は、44.7％です。

５．分析結果

市民生活やまちづくりに関する満足度をお聞きしました。

何を知るための設問なのか

市民の皆さんに、さまざまなまちづくりの課題や市民サービスについて満足度をお聞
きし、その結果を用いて、皆さんが重視している項目は何かを、統計的に分析するもの
です。

何がわかったのか

市民生活やまちづくりに関するあらゆるものを、13の領域に分け、それらの領域をさ
らに細かく87の項目とした設問を用意しました。

（１）１３の領域についてわかったこと

市民の満足度評価と望んでいる重要度の２つの指標を、縦と横２つの軸に落としたの
が、【図表－１】です。
【図表－１】は、縦軸に満足度評価を示しています。上に行くほど満足度が高く、下

に行くほど満足度が低いことになります。また、横軸に市民重要度を示しています。右
に行くほど重要度が高く、左に行くほど重要度が低いということです。この結果、縦横
に４つの分野ができますが、【図表－１】を見ますと、次の２つが重要性の高い分野とな
っています。
①満足度が高く重要度も高い分野（これは、「一層のレベルアップが期待されている分

問１

1

2
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野」と言えます）は、「農林水産業」と「安全・安心」です。
②満足度が低くて重要度が高い分野（これは、「早急な改善が望まれている分野」と言
えます）は、「参加・協働」と「健康・医療」です。
結果としてこの４つが、市民意識に基づいて絞り込まれた重点政策の領域ということ

になります。この４つを中心に、もう少し具体的に見てみます。

（２）８７の項目についてわかったこと

問１では、13の領域にわたって、さらに細かい87の項目について満足度をお聞きして
います。この項目の中から、市民が重視しているまちづくり課題を絞り込みました。そ
の結果が【図表－２】です。【図表－２】を見ますと、かなり多くの項目が重点政策の領
域に含まれています。それらの中でも、特に重要性が高いのは次の項目です。
①満足度が高く重要度も高い分野（これは、「一層のレベルアップが期待されている分
野」と言えます）は、「市民に対する市職員の対応」「交通安全の取組」「まちづくり
を進める行政の姿勢」「市政に関する情報の提供」など20項目です。
②満足度が低くて重要度が高い分野（これは、「早急な改善が望まれている分野」と言
えます）は、「市政への市民参加」「救急医療体制」など12項目です。

これらの項目を対象に重点政策として絞り込みを行うことが、市民ニーズに適ってい
るということが示されました。【図表－３】

高
い�

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

－5.0

－10.0

－15.0

－20.0

－25.0

－30.0

－35.0

－0.400 －0.300 －0.200 －0.100 0.000

重要度�低い�←� →�高い�

0.100 0.200 0.300

↑�

↓�

満
足
度�

低
い�

現状維持が望ましい�

自然環境�

農林水産業�

安全・安心�

参加・協働�健康・医療�

環境保全の取組�
余暇�

地域活動�

生活環境整備�

教育・学習�
福祉�

商工業�

雇用・職場�

一層のレベル�
アップを期待�

重
要
性
の
高
い
分
野�

早急な改善が必要�いずれ改善が必要�

■領域ごとの、満足度と重要度の分布［図表－1］
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－0.040
－40.0

－30.0

－20.0

－10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

－0.020 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120
重要度�低い�←� →�高い�

高
い�

↑�

↓�

満
足
度�

低
い� 介護保険サービス�

伊達赤十字病院の医師などの対応�

高齢者福祉�

その他医療機関の�
数や設備�

その他医療機関の�
医師などの対応�

男女共同参画�救急医療体制�

森林資源有効活用�
防犯灯設置�

おも�
てなし�

前浜や漁港の景観�
子育て支援の取組み�
情報通信網の整理�

避難場所や避難訓練�

旅行を楽しむ機会�

地場水産物を近くで購入�
余暇活動の時間のゆとり�
家庭菜園やガーデニング�

自然と親しむ機会�
地場農産物を近くで購入�
健康維持の仕組み�

地場農産物の安心安全�
周辺の農村景観�

市政に関する情報提供�

まちづくりの姿勢�
交通安全の取組み�

市政への市民参加�

市民に対する�
職員の対応�

重
要
性
の
高
い
分
野�

現状維持が�
望ましい�

一層のレベル�
アップを期待�

早急な改善�
が必要�

いずれ改善�
が必要�

●満足度も重要度も高く、一層の
レベルアップを期待している項目

◎健康維持の仕組

◎その他医療機関の数や設備

◎その他医療機関の医師などの対応

◎生きがい対策など高齢者福祉サービス

◎交通安全の取組

◎避難場所や避難訓練

◎安全・安心全般

◎周辺の農村景観

◎地場水産物を身近で買えるか

◎地場農産物を身近で買えるか

◎農林水産業全般

◎地場農産物の安心安全

◎自然と親しむ機会

◎情報通信網の整備

◎余暇活動に費やす時間のゆとり

◎旅行を楽しむ機会

◎家庭菜園やガーデニングを楽しむ機会

◎まちづくりの姿勢

◎市政に関する情報提供

◎市民に対する市職員の対応

領域

健康・医療

健康・医療

健康・医療

福祉

安全・安心

安全・安心

安全・安心

農林水産業

農林水産業

農林水産業

農林水産業

農林水産業

自然環境

生活環境

余暇活動

余暇活動

余暇活動

参加・協働

参加・協働

参加・協働

領域

健康・医療

健康・医療

健康・医療

福祉

福祉

安全・安心

農林水産業

農林水産業

商工業

社会活動

参加・協働

参加・協働

●重要度は高いが満足度は低いので、

早急な改善が必要な項目

●救急医療体制

●伊達赤十字病院の医師などの対応

●健康・医療全般

●子育て支援の取組

●介護保険サービス

●防犯灯設置

●森林資源有効活用

●前浜や漁港の景観

●おもてなし

●男女共同参画

●市政への市民参加

●参加や協働全般

■項目ごとの満足度と重要度の分布［図表－２］

■［図表－3］



109

Ⅳ
資
料
編

次期総合計画がめざすべき基本目標についてお聞きしました。

「健康で安心して暮らせるまち」を基本目標に望む声が過半数を占めています。次い
で「産業がいきいきと躍動するまち」も多くの市民に支持されています。この二つの項
目は、問１において絞り込まれた「健康・医療」、「安全・安心」と「農林水産業」の領
域と重なる内容です。これらは、市民意識から絞り込まれた特に重要度の高い領域であ
ることが、問１と問２の両面で確認されました。

自治体の広域連携やさらなる合併についてお聞きしました。

旧伊達市と旧大滝村の合併については、その評価は「今の段階では判断できない」と
いう意見が最も多く、「わからない」を加えると約６割の市民が判断を保留しています。
しかし、「どちらかといえば良かった」も多く、否定的な意見は少ないようです。
次に、今後行政の広域化をどのような形で進めるべきかについては、広域連携と市町

村合併の「いずれでも良い」あるいは「わからない」を合わせると、65％もの人は特定
していません。全体としては市町村合併より広域連携を望む声の方が多くなっています。

めざすべき基本目標�
健康で安心して�
暮らせるまち　53％�

産業がいきいきと�
躍動するまち　15％�自然を感じ�

環境を保全するまち　5％�

快適でゆとりと�
安らぎを感じるまち　7％�

人と文化をはぐぐみ�
学びあうまち　5％�

みんなで知恵を出し合う�
創造のまち　4％�

無回答�
11％�

概ね良かった　13％�

どちらかといえば�
良かった　19％�

どちらかといえば�
良くなかった　3％�

良くなかった　2％�

今の段階では�
判断できない　40％�

わからない　19％�

無回答　4％�

合併に関する評価�

いずれでも良い　35％�

広域連携を�
進めるべき　22％�

市町村合併を�
進めるべき　5％�

どちらにも反対　4％�

わからない　30％�

無回答　4％�広域連携と市町村合併�

問2

問3
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定住意思についてお聞きしました。

「今の場所に住み続けたい」が全体の72％に及んでいることから、定住意識の高さが
伺えます。

市民活動にどの程度関わっているかお聞きしました。

全体として市民活動への参加の割合は高くありませんが、清掃やリサイクルなど日常
化した活動が多い「地域活動」、「環境への市民活動」については、参加の割合が高いこ
とがわかります。

今の場所に�
住み続けたい　72％�

市内の別の�
場所に移りたい　6％�

事情があって�
移らざるを得ない　7％�

市外のどこかに�
移りたい　7％�

その他　4％�

無回答　4％�

定住意識�

問4

問5

地域活動�

0％� 10％� 20％� 30％� 40％� 50％� 60％� 70％� 80％� 90％� 100％�

環境への市民活動�

福祉への市民活動�

子育て支援への�
市民活動�

まちづくりへの�
市民活動�

集会施設など�

市政に関する�
情報提供�

市政への市民活動�

協働で進める�
計画づくりなど�

いつも参加� 時々参加� 機会がない� 難しい� 参加したくない� 無回答�

市民活動への参加�
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